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訪問看護の仕組み
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○ 訪問看護は、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居
宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

○ サービス提供は、病院・診療所と訪問看護ステーションの両者から行うことができる。
○ 利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となるが、介護保険の給付は医療保
険の給付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増
悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護が行われる。

要介護・要支援者

訪問看護利用者 約74.4万人※2

訪問看護ステーション病院・診療所

医 師

指示書指示

介護保険より給付医療保険より給付

小児等40歳未満の者及び、
要介護者・要支援者以外

訪問看護利用者 約48.4万人※1

利用者

サービス
提供者

訪問看護療養費 訪問看護費

出典：（※１）訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）
（※２）介護給付費等実態統計（令和５年６月審査分）



訪問看護の提供

○ 訪問看護は、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看
護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

○ 訪問看護の提供に際しては、①診療に基づく主治医の訪問看護指示書を受け、②利用者の希望及び心身の状況、主治
医の指示等を踏まえて療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な訪問看護計画書を作成し、③訪問看護指示
書及び訪問看護計画に基づく看護を提供し、④訪問日、提供した看護内容や利用者の病状や心身の状況について、定期
的に主治医へ報告する。

○ 主治医との密接な連携のみならず、訪問看護ステーション内の多職種や他機関に所属する介護支援専門員等と連携し
訪問看護を提供している。

利用者

主治医

訪問看護

介護支援専門員

①訪問看護指示

④報告

ケアプランへの位置づけ

③訪問看護の
提供

②訪問看護計画の作成

情報連携

⓪診療

訪
問
看
護
指
示

訪問看護ステーションにおけるPDCA

訪問看護計画 訪問看護の提供 評価・改善

・訪問看護計画の立案、見直し
・看護師等（准看護師を除く）は療養上
の目標、目標を達成するためのサービ
スの内容等を記載

・サービスを提供する多職種で目標や
サービス内容を共有

・利用者の病状や心身の状況及びその変
化等の把握

・訪問看護サービスの提供

・サービス提供結果の評価
・介護支援専門員等、関係者に情報連携

計画見直し

主
治
医
へ
の
報
告

ケアマネジメント

※医療保険の訪問看護の
位置づけも努力義務

※有効期間は
６月以内

※介護保険の理学療法士等による訪問看護について概ね３月に１回程度は
看護職員が訪問により、利用者の状態を評価
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※月１程度
報告

意見交換 資料－２参考
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○ 訪問看護ステーションが利用者の医療ニーズや看取り等の支援を行うためには、オンコールや緊急訪問
など、24時間対応体制を確保する必要があるが、看護職員の精神的・身体的負担が非常に大きくなってい
ることを踏まえ、看護職員が働く環境の整備、事業所の体制整備や事業所間の連携等の推進を検討して
いく必要がある。

○ 訪問看護ステーションの規模について、効率性の観点からも、大規模化を引き続き推進する方向で検討
を進めるべき。

○ 精神科訪問看護について、適切なケアが提供されているのかも踏まえ、どのような状態の患者に対して、
どのようなサービスが提供されているのか、実態を丁寧にみていく必要がある。

○ 精神科訪問看護では、身体疾患を合併した利用者への対応に加え、疾患や障害を持つ利用者の家族等
や社会的な課題への対応が求められることがあるなど、複雑困難な対応をしている場合もあることから、
必要な方策や評価の在り方を検討すべき。

令和５年７月12日開催の中医協における主な意見
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指定訪問看護事業所（訪問看護ステーション）
【訪問看護基本療養費】

病院・診療所
【在宅患者訪問看護・指導料】
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訪問看護に関する報酬体系

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

訪問看護管理療養費

訪問看護基本療養費（Ⅲ）

基
本
療
養
費
の

加
算
（
例
）

（週３日目まで） 5,550 円
（週４日目以降） 6,550 円

※准看護師の場合は基本療養費－500円、在宅患者訪問看護・指導料－50点 ※理学療法士等の場合は日数によらず5,550円
※専門性の高い看護師による訪問（緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケア）は12,850円又は1,285点（月１回）

在宅患者
訪問看護・指導料

（週３日目まで） 580 点
（週４日目以降） 680 点

訪問看護基本療養費（Ⅱ）

（週３日目まで） 5,550 円
（週４日目以降） 6,550 円

※准看護師の場合は基本療養費－500円、在宅患者訪問看護・指導料－50点（３人以上は－250円、－25点） ※理学療法士等の場合は日数によらず5,550円（３人以上は2,780円）
※専門性の高い看護師による訪問（緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケア）は12,850円又は1,285点（月１回）

同一建物居住者
訪問看護・指導料

（週３日目まで） 580 点
（週４日目以降） 680 点

（週３日目まで）
（週４日目以降）

（週３日目まで）
（週４日目以降）

２人まで ２人まで

３人以上 ３人以上2,780 円
3,280 円

293 点
343 点

機能強化型１（月の初日）
機能強化型２
機能強化型３
機能強化型以外

12,830 円
9,800 円
8,470 円
7,440 円

（２日目以降） 3,000 円

（入院中１回又は２回） 8,500 円

※在宅療養に備えて一時的に外泊している患者（基準告示第２の２に規定する者に
限る）に対して訪問看護を行う場合（准看護師でも同額）

退院前訪問指導料

退院後訪問指導料

（入院中１回又は２回） 580 点

（１回につき） 580 点

（退院後１回に限り） 20 点訪問看護同行加算

加
算
部
分
（
例
）

訪問看護ターミナルケア療養費、遠隔死亡診断補助加算

訪問看護情報提供療養費

難病等複数回訪問加算

24時間対応体制加算

緊急訪問看護加算

長時間訪問看護加算

複数名訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算

深夜訪問看護加算

※同一建物内３人以上で低い額を算定

※同一建物内３人以上で低い額を算定

管
理
療
養
費
の

加
算
（
例
）

退院支援指導加算

専門管理加算

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

難病等複数回訪問加算

緊急訪問看護加算

長時間訪問看護・指導加算

複数名訪問看護・指導加算

夜間・早朝訪問看護加算

深夜訪問看護加算

専門管理加算

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

在宅ターミナルケア加算

※長時間の場合は高い額を算定

※同一建物内３人以上で低い点数を算定

※同一建物内３人以上で低い点数を算定

中医協 総－２
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精神科訪問看護に関する報酬体系
指定訪問看護事業所（訪問看護ステーション）

【精神科訪問看護基本療養費】
※精神障害を有する者に対する看護について相当の経験を有する者として届出を行った者のみ実施可能

病院・診療所
【精神科訪問看護・指導料】

精神科訪問看護
基本療養費（Ⅰ）

訪問看護管理療養費

精神科訪問看護
基本療養費（Ⅳ）

（週３日目まで） 5,550／4,250 円
（週４日目以降） 6,550／5,100 円

※訪問看護ステーションは保健師・看護師・准看護師・作業療法士、医療機関は保健師・看護師・准看護師・作業療法士・精神保健福祉士
※金額・点数は、（30分以上の場合）／（30分未満の場合）の順に記載 ※准看護師の場合は基本療養費－500／380円、精神科訪問看護・指導料－50／40点

精神科訪問看護・
指導料（Ⅰ）

（週３日目まで） 580／445 点
（週４日目以降） 680／530 点

精神科訪問看護
基本療養費（Ⅲ）

（週３日目まで） 5,550／4,250 円
（週４日目以降） 6,550／5,100 円

※訪問看護ステーションは保健師・看護師・准看護師・作業療法士、医療機関は保健師・看護師・准看護師・作業療法士・精神保健福祉士
※金額・点数は、（30分以上の場合）／（30分未満の場合）の順に記載 ※准看護師の場合は基本療養費－500／380円、精神科訪問看護・指導料－50／40点（３人以上は－250／190円、－25／20点）

精神科訪問看護・
指導料（Ⅲ）

（週３日目まで） 580／445 点
（週４日目以降） 680／530 点

（週３日目まで）
（週４日目以降）

（週３日目まで）
（週４日目以降）

２人まで ２人まで

３人以上 ３人以上2,780／2,130 円
3,280／2,550 円

293／225 点
343／268 点

機能強化型１（月の初日）
機能強化型２
機能強化型３
機能強化型以外

12,830 円
9,800 円
8,470 円
7,440 円

（２日目以降） 3,000 円

（入院中１回又は２回） 8,500 円
※在宅療養に備えて一時的に外泊している患者（基準
告示第２の２に規定する者に限る）に対して訪問看
護を行う場合（准看護師でも同額）

精神科退院前
訪問指導料

（入院中３回又は６回まで） 380 点

320 点※複数の職種が共同して指導を行った場合

基
本
療
養
費
の

加
算
（
例
）

加
算
部
分
（
例
）

訪問看護ターミナルケア療養費、遠隔死亡診断補助加算

訪問看護情報提供療養費

精神科複数回訪問加算

24時間対応体制加算

精神科緊急訪問看護加算

長時間精神科訪問看護加算

複数名精神科訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算

深夜訪問看護加算

※同一建物内３人以上で低い額を算定

※同一建物内３人以上で低い額を算定

管
理
療
養
費
の

加
算
（
例
）

退院支援指導加算

専門管理加算

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

精神科複数回訪問加算

精神科緊急訪問看護加算

長時間精神科訪問看護・指導加算

複数名精神科訪問看護・指導加算

夜間・早朝訪問看護加算

深夜訪問看護加算

※長時間の場合は高い額を算定

精神科重症患者支援管理連携加算

※同一建物内３人以上で低い点数を算定

※同一建物内３人以上で低い点数を算定

中医協 総－２
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医療保険と介護保険の訪問看護対象者のイメージ

【医療保険】 【介護保険】 （※１）別表第７
末期の悪性腫瘍 プリオン病
多発性硬化症 亜急性硬化性全脳炎
重症筋無力症 ライソゾーム病
スモン 副腎白質ジストロフィー
筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症
脊髄小脳変性症 球脊髄性筋萎縮症
ハンチントン病 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
進行性筋ジストロフィー症 後天性免疫不全症候群
パーキンソン病関連疾患 頸髄損傷
多系統萎縮症 人工呼吸器を使用している状態

（※３）別表第８
１ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指
導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しく
は留置カテーテルを使用している状態にある者

２ 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理

３ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
４ 真皮を超える褥瘡の状態にある者
５ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

小児等40歳未満の者、
要介護者 ・要支援者
以外

（原則週３日以内）

要支援者・要介護者

限度基準額内 無制限
（ケアプランで定める）

厚生労働大臣が定める者
（特掲診療料・別表第７※１）

特別訪問看護指示書注）の交付を受けた者
有効期間：14日間 （一部、２回交付可※２）

厚生労働大臣が
定める者

特掲診療料・
別表第８※３

算定日数
制限無し

（※２）特別訪問看護指示書を月2回交付できる者
（有効期間：28日間）

・気管カニューレを使用している状態にある者
・真皮を超える褥瘡の状態にある者

注）特別訪問看護指示書
患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時
的に頻回（週4日以上）の訪問看護を行う必要性を認め、
訪問看護ステーションに対して交付する指示書。

認知症以外の精神疾患

中医協 総－２
５．７．１２

8



9出典：（左図）医療費の動向調査の概算医療費データベース（各年５月審査分）、介護給付費等実態統計（各年４月審査分）
（右図）介護給付費等実態統計より老健局老人保健課にて作成 （各年４月審査分） ※訪問看護費の請求事業所数

○ 訪問看護事業所の数は、近年増加しており請求事業所数は１万３千事業所を超えている。一方、介護保
険を算定する病院・診療所は減少傾向である。

○ 法人種別では、医療法人と営利法人が多く、営利法人の事業所の増加が著しい。

訪問看護の実施事業所・医療機関数の年次推移

（ヶ所）

※ 医療保険の訪問看護を行う病院又は診療所は、在宅患者訪問看護・指導料、同一
建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料を算定する病院・診療所
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介護保険の訪問看護を行う訪問看護ステーション（訪問看護費）

医療保険の訪問看護を行う病院（診療報酬）

医療保険の訪問看護を行う診療所（診療報酬）

介護保険の訪問看護を行う病院又は診療所（訪問看護費）

524 649 675 687 703 712

3,730 3,460 3,526 3,522 3,545 3,505 

870 799 826 817 835 844

1,211 

4,988 
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6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H20 H30 R1 R2 R3 R4

社会福祉法人 医療法人 社団・財団

営利法人 非営利法人(NPO) その他法人

地方公共団体 非法人 その他

平成20年の約６倍

（ヶ所）
■法人種別訪問看護ステーション数の推移■実施事業所・医療機関数の年次推移

営
利
法
人

医
療
法
人

中医協 総－２
５．７．１２



10出典：訪問看護療養費実態調査（平成13年のみ８月、他は６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））、介護給付費等実態統計（各年５月審査分）

○ 訪問看護ステーションの利用者は、医療保険、介護保険ともに増加傾向。

48,872 47,936 58,798 70,934 82,426 
98,850 

124,083 

170,823 

229,008 

288,795 

379,899 

484,191 

188,000 

226,400 

241,400 

253,000 

252,700 

250,200 

246,700 

254,400 

258,000 

273,500 

286,500 

302,200 

330,900 

355,800 

385,300 

423,800 

466,100 

504,700 

546,200 

581,900 

640,500 

690,600 

736,400 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5

医療保険 介護保険

（人）

平成13年の
3.9倍

平成13年の
9.9倍

■訪問看護利用者数の推移

訪問看護の利用者数の推移 中医協 総－２
５．７．１２改
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○ 訪問看護ステーションの利用者の主傷病は、「精神および行動の障害」が最も多く、「神経系の疾患」、
「悪性新生物」を含めると、８割弱を占める。

○ 訪問看護利用者における別表第７の該当者は70～80歳代、別表第８の該当者は小児と高齢者の割合が
高い。

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）

精神および行動の障害
45.3%

神経系の疾患
22.6%

悪性新生物
11.3%

循環器系の疾患
4.1%

損傷、中毒、その他の外因の影響
3.2%

先天奇形、変形、染色体異常
2.6%

呼吸器系の疾患
1.5%

その他
9.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

別表７該当者 別表８該当者

【別表第７】
末期の悪性腫瘍 プリオン病
多発性硬化症 亜急性硬化性全脳炎
重症筋無力症 ライソゾーム病
スモン 副腎白質ジストロフィー
筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症
脊髄小脳変性症 球脊髄性筋萎縮症
ハンチントン病 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
進行性筋ジストロフィー症 後天性免疫不全症候群
パーキンソン病関連疾患 頸髄損傷
多系統萎縮症 人工呼吸器を使用している状態
※要介護被保険者等に関わらず医療保険での訪問看護が可能
算定日数制限なし

【別表第８】
１ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カ
ニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

２ 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理 在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理 在宅肺高血圧症患者指導管理

３ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
４ 真皮を超える褥瘡の状態にある者
５ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
※算定日数制限なし

■訪問看護利用者の主傷病 ■訪問看護利用者における別表第７及び別表第８の該当者割合

訪問看護ステーションの利用者の状態
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○ 訪問看護ステーションの利用者の主傷病は、 「精神および行動の障害」が年々増加しており、令和５年を
平成23年及び令和３年と比較すると増加率も最も大きい。

訪問看護ステーションの利用者の主傷病の推移

■傷病分類（主傷病）別利用者数の推移

98,850

484,524

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

平成23年 平成25年 平成27年 平成29年 令和元年 令和３年 令和５年

損傷、中毒、その他の外因の影響

先天奇形、変形、染色体異常

呼吸器系の疾患

循環器系の疾患

神経系の疾患

精神及び行動の障害

新生物

その他

■傷病分類（主傷病）別利用者数の推移

新生物 精神及び行動の障害 神経系の疾患 循環器系の疾患 呼吸器系の疾患
先天奇形、変形、染

色体異常
損傷、中毒、

その他の外因の影響

R5/H23年比 4.59 10.01 2.84 3.91 2.55 5.82 2.41

R5/R3年比 1.20 1.39 1.17 1.25 1.08 1.31 1.12

※傷病分類（主傷病）は、「社会医療行為別統計 傷病分類表」による。

（人）

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値） ）
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新型コロナウイルス感染症の利用者への訪問看護の提供状況

13

○ 令和５年６月審査分の訪問看護療養費明細書における、新型コロナウイルス感染症の利用者に対する
訪問看護の提供状況は、年齢階級が高くになるにつれ、人数は増加し、各年齢階級の利用者に占める割
合も高くなっていた。

42 21 33 27 42 33 72 78 96 120

234
168

129 141

303

483
528

597
669

0.3%
0.2%

0.4%
0.4% 0.4%

0.3%

0.5%
0.4% 0.5% 0.4%

0.7%

0.5%
0.4%

0.4%

0.7%

1.0%
1.1%

1.6%

2.4%

0.0%

0.3%

0.6%

0.9%

1.2%

1.5%

1.8%

2.1%

2.4%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

利用者数 全利用者数に対する割合

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）

平均0.8％

（人）
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業務継続に向けた取組

14出典：介護サービス事業者における業務継続に向けた取組状況の把握及びICTの活用状況に関する調査研究事業

図表11 Q13 感染症BCP策定状況（サービス別）図表11 Q13 感染症BCP策定状況（サービス別）

29.1%

31.7%

25.1%

17.0%

11.9%

22.7%

38.7%

31.9%

32.2%

24.0%

20.8%

23.6%

46.3%

46.4%

40.6%

33.0%

37.1%

32.9%

45.6%

37.8%

34.5%

30.8%

35.7%

49.9%

52.4%

60.7%

58.5%

54.2%

60.5%

52.0%

56.9%

51.9%

61.1%

55.1%

59.7%

49.3%

44.9%

51.6%

51.6%

47.1%

62.9%

46.6%

54.9%

53.4%

54.2%

59.5%

20.2%

15.9%

13.7%

24.5%

32.8%

16.3%

9.3%

11.1%

15.1%

15.0%

23.5%

16.7%

4.4%

5.8%

7.0%

15.1%

15.7%

4.3%

7.4%

7.3%

12.1%

14.2%

4.8%

0.8%

0.0%

0.5%

0.0%

1.1%

0.5%

0.0%

0.0%

0.8%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

2.9%

0.8%

0.3%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

0.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問介護（N=649）

訪問入浴介護（N=63）

訪問看護（N=366）

訪問リハビリテーション（N=106）

福祉用具貸与・販売（N=177）

居宅介護支援（N=853）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（N=75）

夜間対応型訪問介護（N=72）

通所介護（N=478）

通所リハビリテーション（N=167）

地域密着型通所介護（N=443）

認知症対応型通所介護（N=72）

短期入所生活介護（N=272）

短期入所療養介護（N=69）

特定施設入居者生活介護（N=128）

認知症対応型共同生活介護（N=312）

地域密着型特定施設入居者生活介護（N=70）

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（N=70）

介護老人福祉施設（N=204）

介護老人保健施設（N=82）

介護医療院（N=58）

小規模多機能型居宅介護（N=120）

看護小規模多機能型居宅介護（N=84）

策定完了している 策定中である 未策定（未着手） 無回答

感染症BCP策定完了・策定中の事業所
83.9％（全体）

○ 訪問看護ステーションでは、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスが継続
的に提供できるよう、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等が
義務付けられており、訪問看護ステーションの９割弱は策定完了又は策定中であった。

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第80号）
（業務継続計画の策定等）※令和６年３月31日までの間、業務継続計画の策定等については、努力義務とする。
第二十二条の二 指定訪問看護事業者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で
早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
２ 指定訪問看護事業者は、看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
３ 指定訪問看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

図表13 Q21 自然災害BCP策定状況（サービス別）
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18.4%

13.3%

11.1%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問介護（N=649）

訪問入浴介護（N=63）

訪問看護（N=366）

訪問リハビリテーション（N=106）

福祉用具貸与・販売（N=177）

居宅介護支援（N=853）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（N=75）

夜間対応型訪問介護（N=72）

通所介護（N=478）

通所リハビリテーション（N=167）

地域密着型通所介護（N=443）

認知症対応型通所介護（N=72）

短期入所生活介護（N=272）

短期入所療養介護（N=69）

特定施設入居者生活介護（N=128）

認知症対応型共同生活介護（N=312）

地域密着型特定施設入居者生活介護（N=70）

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（N=70）

介護老人福祉施設（N=204）

介護老人保健施設（N=82）

介護医療院（N=58）

小規模多機能型居宅介護（N=120）

看護小規模多機能型居宅介護（N=84）

策定完了している 策定中である 未策定（未着手） 無回答

自然災害BCP策定完了・策定中の事業所
81.7％（全体）
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○ 介護保険のターミナルケア加算と医療保険の訪問看護ターミナル療養費はともに増加傾向であり、令和
３年は特に増加し、令和５年も継続的に増加している。

■訪問看護ターミナルケア療養費（医療保険）の算定数■ターミナルケア加算（介護保険）の算定数※

（利用者数）

706
1,134

1,566 1,923
2,853

3,432
3,969

6,942

8,35272

120

147

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Ｈ19 Ｈ21 Ｈ23 Ｈ25 Ｈ27 Ｈ29 R１ R３ R５

（利用者数）

ターミナルケア療養費２

ターミナルケア療養費１

※病院・診療所の訪問看護事業所の算定数を含む ※H30年度改定でターミナルケア療養費２を新設

在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に２日以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、24時間

以内に在宅以外で死亡した場合を含む。）に加算する。

ターミナルケア加算・訪問看護ターミナル療養費

出典：（左図）介護給付費等実態統計（各年４月審査分 特別集計）
（右図）訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））
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1,327 
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2,181 

0

500

1,000

1,500

2,000
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要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

訪問看護ステーションにおけるターミナルケア利用者数 中医協 総－２
５．７．１２改
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１．訪問看護の現状

２．訪問看護における24時間対応体制の確保について

３．機能強化型訪問看護ステーションについて

４．集合住宅等における効率的な訪問看護等について

５．精神科訪問看護について

６．医療ニーズの高い利用者の退院支援について

７．周産期及び乳幼児への訪問看護について

８．オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について

９．介護保険における訪問看護との制度上の差異について
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24時間対応体制加算の算定要件等

○ 24時間対応体制加算において、営業日以外の日及び営業時間以外の時間の体制については、当該訪
問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡相談体制等を認めていない。

○ 連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師としている。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその家族等に

対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合（指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。）には、24時間対応

体制加算として、月１回に限り、6,400円を所定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について他の訪問看護ステーション

が24時間対応体制加算を算定している場合は、算定しない。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

別添 届出基準

２ 24時間対応体制加算

（１）24時間対応体制加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、その定める営業日以外の日及び営業時間以外の時間において、利

用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談が直接受けられる体制が整備されていること。

なお、当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外

の者が所有する電話を連絡先とすることは認められないこと。

機能強化型訪問看護管理療養費３の届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外の

利用者又はその家族等からの電話等に対応する場合を除き、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護

ステーションの保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。

（２）当該加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、利用者又はその家族等に訪問看護ステーションの所在地、電話番号及び直接

連絡のとれる連絡先電話番号等を記載した文書を必ず交付すること等により、24時間対応体制加算の円滑な運営を図るものであること。

また、24 時間対応体制加算の趣旨にかんがみ、直接連絡のとれる連絡先は複数とすること。

訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて
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24時間対応体制加算の届出と利用者数の推移

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））

○ 全訪問看護ステーションのうち、88.8％が24時間対応体制加算を届け出ているが、規模が小さくなるにつ
れて届出の割合が少なくなっている。

30,372 35,720 43,134 
5,184 5,844 6,684 8,304 10,434 

46,050 55,732 66,909 
93,084 

122,265 
166,461 

222,201 

292,125 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成15年 平成17年 平成19年 平成21年 平成23年 平成25年 平成27年 平成29年 令和元年 令和３年 令和５年

24時間対応体制加算

24時間連絡体制加算

（人）

※平成30年度改定で廃止

n=13,826

※看護職員数等が無回答の訪問看護ステーションは集計から除外

■ 2 4時間対応体制加算の届出の状況

出典：令和４年７月１日の届出状況より保険局医療課にて作成

■看護職員規模別（常勤換算）の 2 4時間対応体制加算の届出状況

■ 2 4時間対応体制加算・ 2 4時間連絡体制加算の利用者数（推計）

届出あり

88.8%

届出なし

11.2%
82.7%

86.7%

90.3%

93.0%

95.5%

17.3%

13.3%

9.7%

7.0%

4.5%

70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%

３未満

n=1,764

３～５未満

n=5,616

５～７未満

n=3,085

７～10未満

n=1,981

10以上

n=1,380

届出あり 届出なし

０％

中医協 総－２
５．７．１２改
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訪問看護における24時間対応体制と緊急訪問の状況

出典：介護サービス施設・事業所調査（令和３年９月）より集計

○ 介護保険と医療保険の利用者において、24時間対応体制に係る加算に同意している利用者の割合及び
緊急訪問の利用状況に大きな違いはなく、届出をしているステーションの利用者の半数以上が加算の同
意をしている。

介護保険

医療保険

11,903 

87.8%

1,651 

12.2%

届出あり 届出なし

11,994 

88.5%

1,560 

11.5%

届出あり 届出なし

219,046 

61.4%

137,830 

38.6%

同意あり 同意なし

加算の届出の有無
（事業所数）

加算の同意の有無
（利用実人員数）

加算の同意者のうち、緊急訪問の有無
（利用実人員数）

緊
急
時
訪
問
看
護
加
算

24

時
間
対
応
体
制
加
算

356,290

60.6%

231,368

39.4%

同意あり 同意なし

1人あたりの
緊急訪問回数

3.1回

51,918 

14.6%

304,372 

85.4%

訪問あり 訪問なし

27,054 

12.4%

191,992 

87.6%

訪問あり 訪問なし

意見交換 資料－２
５ ． ５ ． １ ８



○ 利用者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求められた回数は、１事業所あたり16.7回/月
であった。そのうち、早朝・夜間は7.5回/月、深夜は2.5回/月、休日は6.7回/月であった。

○ 相談内容について、体調（病状）に関する内容に係る相談を受けた事業所の割合は72.9％で最も多いが、
訪問に関する確認や調整に関する相談を受けた事業所も35.6％であり一定数存在していた。

○ 具体的には、看護師が受ける電話相談は体調面や医療処置に関するものなど、緊急訪問を含め対応を
要するものがあった。一方、訪問日時の確認や時間の変更など、必ずしも即時的な対応を要さないと考え
られるものも一定数存在していた。

利用者又はその家族等からの電話相談の状況等
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■ 追加ヒアリングの概要
電話相談の具体的な内容について、訪問看護ステーションへのヒアリングや訪問看護ステーションが記録している相談内容等により収集。

■ 電話相談の内容
・ 便が出なくて痛がっている

・ 息苦しい、酸素をあげてもSpO2が上がらない

・ 傷口に飲み物をこぼしてしまった

・ 血圧が低下してきた

・ ストーマから排泄物が漏れている

・ おむつの交換ができない

■利用者又は家族等からの電話等による相談の頻度 ■相談内容別の相談実績（事業所割合）

出典：令和５年度老人保健健康増進等事業「訪問看護及び療養通所介護における医療と介護の一体的なサービス提供についての調査研究事業」（一般社団法人
全国訪問看護事業協会）訪問看護事業所のサービス内容や連携等に関する実態調査（速報値）

16.7

7.5

2.5

6.7

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

総数

（うち）早朝・夜間

（うち）深夜

（うち）休日 (n =2,543)

（回）

（2023年７月１か月間・１事業所あたりの回数を掲載）

72.9%

44.8%

35.6%

35.6%

24.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

体調（病状）に関する内容

医療処置に関する内容

精神的不調に関する内容

訪問に関する確認や調整

その他

（2023年７月１か月間の実績を掲載）

・ 薬を飲み忘れてしまった、内服薬がなくなってしまった

・ 掻きむしりに処方されている塗布薬を塗っていいか

・ 輸液ポンプのアラームが鳴り止まない

・ 翌日の病院での検査が不安

・ 予定が入ったため訪問をキャンセルしたい

・ 訪問時間を変更して欲しい、訪問日時の確認

(n =3,096)



○ 24時間対応体制に関する課題としては、「看護職員の精神的・身体的負担が大きい」、「夜間・休日対応
できる看護職員が限られているため負担が偏る」が多く挙げられていた。

○ 24時間対応に係る連絡体制の負担軽減の取組をしているとした訪問看護ステーションは７割弱であり、
「ICTの活用」や「夜間対応した翌日の勤務体制の調整」等が取り組まれている他、看護職員に対するサ
ポート体制の構築が主であり、「勤務間インターバルをとる」といった取組は21.6％と他の取組より少ない傾
向にあった。

24時間対応体制の確保に係る課題と負担軽減の取組
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■2 4時間対応体制に係る負担軽減の取組内容■2 4時間対応に係る課題等

■ 追加ヒアリングの概要
24時間対応体制に係る看護職員の負担軽減の取組を行っている訪問看護ステー

ションに取組内容に関するヒアリングを実施。

■ 負担軽減の取組内容
✓ 深夜・夜間救急があった場合、翌日の勤務調整（午前休暇等）など当番者の身体
の休息を確保する

✓ 当番翌日は代休・年次有給休暇取得・遅出・早退等にする勤務体系としている
✓ 連続する携帯当番を避ける
✓ 新規利用者、重症者や担当する利用者以外は事前の同行訪問等を行い利用者の状
況・特徴を把握している

✓ 緊急対応が予測される場合は事前の情報交換と対応方法を周知
✓ 管理者やスタッフへの相談が可能となるようサポート体制をつくる
・ ICTを活用し、利用者情報の共有を図ることや担当看護師が相談対応する
・ スタッフが翌月の当番表案を確認し、全員の意見を反映させた上で24時間対応
体制を取る

・ 複数名を電話当番とした上で、対応の優先順位付けを行い当番同士で相談対応

出典：令和５年度老人保健健康増進等事業「訪問看護及び療養通所介護における医療と介護の一体的なサービス提供についての調査研究事業」（一般社団法人
全国訪問看護事業協会）訪問看護事業所のサービス内容や連携等に関する実態調査（速報値）

あり
67.9%

なし
30.4%

無回答
1.7%

88.1%

63.3%

46.3%

38.9%

30.9%

30.6%

26.8%

21.0%

15.8%

12.6%

9.3%

6.7%

3.0%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

看護職員の精神的・身体的負担が大きい

夜間・休日対応できる看護職員が
限られているため負担が偏る

看護職員の家族への精神的負担がある

夜間訪問時の看護職員の安全確保が難しい

緊急訪問しても報酬が算定できないケースがある

夜間・休日対応がネックとなり
看護職員の新規採用が難しい

看護職員の離職につながってしまう

主治医や多職種との連携が難しい

夜間・休日対応するための
看護師の力量が足りない

他事業所とオンコール対応のシェアができない

移動手段の確保が難しい

事業所に保育施設がないため
夜間・休日対応ができない

その他

あてはまるものはない

66.2%

65.8%

52.7%

21.6%

7.3%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80%

タブレット・スマートフォンなど
ICTの活用

夜間対応した翌日の勤務体制の調整

オンコール対応者の
フォロー体制をとっている

勤務間インターバルをとる

その他

２名体制で訪問している

(n =2,755)

(n =1,871)(n =2,755)
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○ 訪問看護ステーションにおける職種別の従事者数は、いずれの職種も増加している。
○ 看護職員数は増加しているが、従事者全体に占める割合は減少している。

訪問看護ステーションにおける職種別の従事者数の推移

22出典：介護サービス施設・事業所調査（各年９月）
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保健師 助産師 看護師 准看護師 理学療法士

作業療法士 言語聴覚士 その他の職員 看護職員の割合 その他の職員の割合

■訪問看護ステーションにおける職種別の従事者数の推移（常勤換算）

69.9％

8.1％

意見交換 資料－２
R５ ．５． １８改
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１．訪問看護の現状

２．訪問看護における24時間対応体制の確保について

３．機能強化型訪問看護ステーションについて

４．集合住宅等における効率的な訪問看護等について

５．精神科訪問看護について

６．医療ニーズの高い利用者の退院支援について

７．周産期及び乳幼児への訪問看護について

８．オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について

９．介護保険における訪問看護との制度上の差異について



機能強化型訪問看護ステーション

要件
ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価 地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価

機能強化型１ 機能強化型２ 機能強化型３

① 看護職員の数、割合
常勤７人以上（１人は常勤換算可）
６割以上

常勤５人以上（１人は常勤換算可）
６割以上

常勤４人以上
６割以上

② 24時間対応 24時間対応体制加算の届出 ＋ 休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施

③ 重症度の高い利用者の受け入れ
別表第７に該当する利用者数
10人以上／月

別表第７に該当する利用者数
７人以上／月

・別表７、別表８に該当する利用者又は精神科重症患者
・複数の訪看STが共同している利用者
上記のいずれかの利用者数 10人以上／月

④

ターミナルケア又は重症児の受け入れ実績
①ターミナルケア件数
②ターミナルケア件数、超重症児・準超重症児の利用者数
③超重症児・準超重症児の利用者数

①前年度20件以上
②前年度15件以上、常時４人以上
③常時６人以上

①前年度15件以上
②前年度10件以上、常時３人
③常時５人

⑤ 居宅介護支援事業所、特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置
（計画作成が必要な利用者の１割程度の計画作成）

⑥ 地域における人材育成等
人材育成のための研修等の実施
地域の医療機関、訪看ＳＴ、住民等に対する情報提供又は相談の実績

・医療機関や他の訪問看護ＳＴを対象とした研修２回以上／年
・地域住民・訪問看護ＳＴに対する情報提供や相談対応の実績
・地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績

⑦ 医療機関との共同
・⑥’の医療機関以外の医療機関との退院時共同指導の実績
・併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が１割以上
（同一敷地内に医療機関が設置されている場合に限る）

⑧ 専門の研修を受けた看護師の配置 専門の研修を受けた看護師の配置（望ましい）

「※」は１～３で要件が異なることを示す

⑤居宅介護支援事業所or
相談支援事業所の設置

機能強化型1
機能強化型2

②24時間対応／
休日等も含めた
訪問看護の実施

④重症児の受け入れor
ターミナルケアの実績※ ⑥人材育成のための研修、

地域住民等に対する情報提
供や相談※

⑥‘保険医療機関の
看護職員の勤務実績

③重症度の高い利用者の
受け入れ※ ⑦退院時の共同指導／

主治医の指示に係る保
険医療機関との連携

①常勤看護職員※

機能強化型3
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届出には、要件に定める期間の実績が必要。

意見交換 資料－２参考
R ５ ． ５ ． １ ８
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25

○ 機能強化型訪問看護管理療養費の届出は、令和４年７月時点で機能強化型１が477事業所、機能強化
型２が245事業所、機能強化型３が113事業所である。

機能強化型訪問看護ステーションの届出状況

出典：各年７月１日の届出状況より保険局医療課にて作成
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機能強化型１

機能強化型２
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機能強化型
訪問看護管理療養費１ 477

機能強化型
訪問看護管理療養費２ 245

機能強化型
訪問看護管理療養費３ 113

計 835

■都道府県別機能強化型訪問看護管理療養費の届出数（令和４年７月時点）

■機能強化型訪問看護管理療養費の届出数の推移 （令和４年７月時点）

中医協 総－２
５．７．１２
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訪問看護基本療養費を算定する利用者に占める悪性新生物の状況

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値） ）

（利用者数） （割合）

○ 訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、主たる傷病名が悪性新生物である利用者数及び割合は
近年増加傾向にあり、令和３年に顕著に増加した。

○ また、末期の悪性腫瘍の利用者割合は横ばいである。

14,262 

19,116 

25,137 

29,808 

43,605 

52,632 

14.5%

15.7%
16.4% 16.4%

19.5% 19.5%

9.0%

10.1% 9.3%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H25 H27 H29 R1 R3 R5

悪性新生物の利用者数 訪問看護基本療養費を算定する利用者に占める割合 末期の悪性腫瘍の割合

※ 「末期の悪性腫瘍の割合」は別表第７該当
者のうち、末期の悪性腫瘍の利用者を集計



27出典：各年７月１日の届出状況より保険局医療課にて作成

○ 全利用者のうちd1以上の褥瘡を有していた利用者数及びd1以上の褥瘡を有していた利用者のうち訪問
看護開始時に既に褥瘡を有していた利用者数は増加している。

○ d1以上の褥瘡を有していた利用者のうち訪問看護利用中に新たな褥瘡が発生した利用者数は増加して
いたが、令和３年から令和４年にかけては横ばいである。

訪問看護利用者における褥瘡の発生状況等

■訪問看護利用者における褥瘡の発生状況等

22,665 

24,333 
25,761 

27,785 28,902 

13,440 
14,212 14,804 15,383 16,364 

9,336 
10,133 

10,957 
12,410 12,544 

3.3% 3.0% 2.9% 2.8% 2.7%

59.3% 58.4%
57.5% 55.4% 56.6%

41.2% 41.6% 42.5%
44.7%

43.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H30 R1 R2 R3 R4

全利用者のうちd1以上の褥瘡を有していた利用者数

d1以上の褥瘡を有していた利用者のうち訪問看護開始時に既に褥瘡を有していた利用者数

d1以上の褥瘡を有していた利用者のうち訪問看護利用中に新たに褥瘡が発生した利用者数

全利用者のうちd1以上の褥瘡を有していた利用者割合

d1以上の褥瘡を有していた利用者のうち訪問看護開始時に既に褥瘡を有していた利用者割合

d1以上の褥瘡を有していた利用者のうち訪問看護利用中に新たに褥瘡が発生した利用者割合



28

○ 令和４年度診療報酬改定において、機能強化型訪問看護管理療養費１から３は、専門の研修を受けた
看護師が配置されていることが望ましいこととして、要件を追加した。

○ 機能強化型１のうち36.3％、機能強化型２のうち22.0％、機能強化型３のうち21.2％の訪問看護ステーショ
ンで専門の研修を受けた看護師が配置されている。

機能強化型訪問看護ステーションの専門の研修を受けた看護師の配置

28

36.3%

22.0%

21.2%

63.7%

78.0%

78.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

機能強化型１

n=477

機能強化型２

n=245

機能強化型３

n=113

有 無

➢ 機能強化型訪問看護管理療養費１から３までについて、専門の研修を受けた看護師が配置されてい
ることが望ましいこととして、要件に追加する。

機能強化型訪問看護管理療養費の見直し

改定後

【機能強化型訪問看護管理療養費】

［施設基準］

コ 専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。

■機能強化型訪問看護ステーションにおける専門の研修を受けた看護師の配置状況

出典：令和４年７月１日の届出状況より保険局医療課にて作成

※専門の研修には、以下の研修が該当する。
①日本看護協会の認定看護師教育課程
②日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護
師教育課程

③日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣
が指定する指定研修機関において行われる研修
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○ 訪問看護ステーションに在籍する専門看護師及び認定看護師の各専門・認定分野別の人数は以下のと
おり。

専門看護師・認定看護師の訪問看護ステーションにおける在籍状況

29

■訪問看護ステーションに在籍する専門看護師の人数（ 2 0 2 2年1 2月末現在）
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■訪問看護ステーションに在籍する認定看護師の人数（ 2 0 2 2年1 2月末現在）

（人）

n=1,014

出典：公益社団法人日本看護協会「データで見る専門看護師分野別所属先種別登録者数一覧」及び「データで見る認定看護師分野別所属先種別登録者数一覧」
及び日本精神科看護協会「精神科認定看護師全国データ」をもとに保険局医療課にて作成
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※精神科認定看護師は令和５年度登録者数を掲載
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特定行為研修修了者の就業状況

30出典：令和４年「看護師の特定行為に係る研修機関拡充支援事業」調査結果をもとに医政局看護課にて作成

令和3年6・7月現在

（令和５年３月時点）
※１ 「都道府県」「就業場所」いずれかに回答がない者
※２ 総数4,653名から※１を除いた数

就業場所 病院 診療所
訪問看護

ステーション
介護福祉
施設

教育機関 その他 未就労 不明※１

就業者総数 3,481 47 246 30 44 26 12 767

割合 74.8% 1.0% 5.3% 0.6% 0.9% 0.6% 0.3% 16.5%
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■就業場所別の就業状況
n＝4,653

■都道府県別の就業状況 ※２

※数値は訪問看護ステーションにおける就業者数を掲載
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○ 訪問看護ステーションにおける特定行為研修修了者の配置状況及び修了分野は以下のとおり。

訪問看護ステーションの所属する特定行為研修修了者

31出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」

■特定行為研修修了者の有無 ■特定行為研修修了者が修了している特定行為区分

■特定行為研修修了者が修了しているパッケージ研修
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（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）関連

創傷管理関連

創部ドレーン管理関連

動脈血液ガス分析関連

透析管理関連

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
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術後 疼痛管理関連
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精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

皮膚損傷に係る薬剤投与関連

無回答

機能強化型訪問看護ステーション
n=59

機能強化型以外の訪問看護ステーション
n=8
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○ 利用者に対して特定行為を実施した効果について、管理者と研修修了者は共通して、「症状の緩和や改
善につながった」、「利用者・家族等の負担が軽減し、QOL向上につながった」ことを多く挙げている。

○ また、研修修了者は「利用者・家族等の安心感につながった」ことを最も多く挙げている。

特定行為研修修了者の活動の効果（利用者に対する効果）

32出典：訪問看護ステーションにおける特定行為研修制度促進に係る課題等調査事業（令和２年度看護職員特別対策事業）をもとに医政局看護課にて作成
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33.3%
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16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

8.3%
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45.5%

45.5%
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9.1%

36.4%
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27.3%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

症状の緩和や改善につながった

利用者・家族等の負担が軽減し、QOL向上につながった

定期外の受診回数が減少した

利用者・家族等の安心感につながった

処置にかかる時間が短縮した

予定外の入院が減少した

定期受診の回数が減少した

処置方法が効率的になった

特定行為以外でも細やかな配慮ができるようになった

効果を確認できない・わからない

緊急電話が減少した

在宅療養期間が長くなった

その他

管理者（n=12） 研修修了者（n=11）

■利用者に対して特定行為を実施した効果
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〇 訪問看護ステーションに研修修了者がいることによる効果としては、管理者と研修修了者ともに「修了者
がコンサルテーションなどを行うことで、他の看護職員の知識・技術が向上した」、「ステーション全体として
利用者の状態に合ったケアがより適切に提供されるようになった」ことを多く挙げている。

○ 訪問看護ステーションで特定行為を実践していることによる効果としては、同項目がより多く挙げられた。

特定行為研修修了者の活動の効果（訪問看護ステーションに対する効果）

33出典：訪問看護ステーションにおける特定行為研修制度促進に係る課題等調査事業（令和２年度看護職員特別対策事業）をもとに医政局看護課にて作成

■訪問看護ステーションで特定行為を実践していることによる効果

75.0%

75.0%

33.3%
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修了者がコンサルテーションなどを行うことで、他の看護職員の知識・技術が向上した

ステーション全体として利用者の状態に合ったケアがより適切に提供されるようになった

修了者がいることで新規利用の獲得につながった

他の看護職員が特定行為研修を受講する動機づけにつながった

特定行為を実施する環境を整備していくことで医療安全に対する意識が高まった

その他

管理者（n=12） 研修修了者（n=11）

■訪問看護ステーションに研修修了者がいることによる効果

62.1%

55.2%

20.7%

20.7%

10.3%

10.3%
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0.0%
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修了者がコンサルテーションなどを行うことで、他の看護職員の知識・技術が向上した

ステーション全体として利用者の状態に合ったケアがより適切に提供されるようになった

特定行為を実施する環境を整備していくことで医療安全に対する意識が高まった

効果を確認できない・わからない

修了者がいることで新規利用の獲得につながった

他の看護職員が特定行為研修を受講する動機づけにつながった

PR等になり、就業希望者があった

その他

管理者（n=29） 研修修了者（n=25）



医療計画における看護師の特定行為研修の体制の整備等について

1. 在宅医療における質の高い効果的なケアの実施の推進

2. 新興感染症等の感染拡大時に、高度急性期に対応できる知識と技術を有する看護師の確保

3. 看護の質の向上と医師の時間外労働の上限規制に資するタスク・シフト/シェアの推進

◼ 研修体制の整備等に係る目標設定

◆ 特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師は、在宅医療の推進のほか、新興感染症等の感染拡大時の

迅速かつ的確な対応及び医師の働き方改革に伴うタスク・シフト／シェアの推進に資するものとしてその役

割が期待されている。

◆ こうした看護師を活用することにより地域の実情に応じた医療機能の確保と充実を図るため、各都道府県に

おいては、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成と就業の促進について、計画的に取組を

進めることが求められている。

◼ 第８次医療計画に記載する事項

地域における研修体制や特定行為研修修了者等の就業状況における課題に基づき、指定研修機関数や協力施設数、

特定行為研修修了者等の就業者数について、地域の実情に応じた数値目標並びに目標達成に要する期間を設定す

る。特定行為研修修了者等の就業者数の目標の設定にあたっては、以下の点を考慮する。

⚫ 地域の実情に応じた指定研修機関や協力施設の確保等の研修体制の整備に向けた具体的な計画

⚫ 特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数の目標

（医政看発 0 3 3 1第６号 令和５年 3月 3 1日 医政局看護課長通知）
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令和５年度 看護職員確保対策特別事業

地域における看護師の特定行為に係る手順書普及事業

訪問看護ステーション等の特定行為研修修了者の活躍を推進するため、郡市区医師会等に対し、以下の取組にかかる費用を補助する。

＜事業内容＞

⚫ 地域共通手順書例の作成と周知
⚫ 地域共通手順書例の作成に係る関係者との協議
⚫ 地域の医療関係者向けの特定行為に係る周知・広報 等

○ 在宅領域における特定行為研修制度は、特定行為研修を修了した看護師があらかじめ作成されている手順書（包括的指
示）に基づき、効果的・効率的なケアを実施することにより、在宅医療のニーズの増大に対応し、在宅療養者の安全な生
活を支えるだけでなく、医師の働き方改革にも寄与する非常に重要な制度である。

○ 一方で在宅領域においては特定行為の実施が進んでいない現状があり、その理由のひとつとして、一人の医師が数多くの
患者を担当していて多忙であることや患者ごとに担当する訪問看護ステーションが異なる等の事情により手順書の発行に
係る医師の負担が大きいという課題がある。

○ 本事業により、在宅医療を担う診療所等の医師が訪問看護ステーション等の看護師に特定行為を依頼する際に活用可能な
地域共通の手順書例を作成・周知することを通じて、特定行為研修修了者の活動体制の整備を図り、在宅領域における特
定行為の実施と特定行為研修修了者の養成と確保を推進する。

事業の概要

事業の目的

厚生労働省

補助

郡市区医師会等（ 1箇所）

訪問看護 S T

診療所

診療所 診療所

訪問看護 S T

地域共通手順書作成に係る協議体

共通手順書例の作成・周知

や特定行為に係る周知・広

報に関する検討を実施

地域の関係者等

に周知
介護施設

病院

報告
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２ 事業の概要

○ 地域における特定行為研修修了者の養成・確保にあたっては、多くの訪問看護師等が働きながらそれぞれの生活圏で特定行為研修を受講できるよう、特定行為研
修の受講体制の整備を推進することが不可欠である。

○ 今後の在宅医療ニーズの増大を踏まえ、地域において、特定行為研修修了者による特定行為が実施される体制を構築するため、訪問看護ステーション、介護施設、
指定研修機関以外の医療機関等に勤務する地域の看護師に対して、特定行為研修の受講支援等を行う指定研修機関（本事業においては「地域支援型の指定研修機
関」という。）の整備を推進する。第８次医療計画では、都道府県における特定行為研修修了者数の目標値を設定しているところであり、当事業は地域における
特定行為研修修了者の増加に寄与する。また、地域支援型の指定研修機関の整備は、代替職員の確保を調整することから、訪問看護師の特定行為研修受講中にお
ける地域の訪問看護サービス提供体制を維持することにも寄与するものである。

○ 診療所等の医師が手順書を活用できるよう、標準的な手順書例を地域の実情に応じて調整・周知すること等により、修了者が円滑に特定行為を実施できる体制を
構築し、地域における特定行為研修修了者の活躍を推進する。

１ 事業の目的

地域における特定行為実施体制推進事業

令和６年度概算要求

訪問看護 S T

病院診療所

診療所 診療所

地域支援型の指定研修機関推進事業 地域標準手順書普及等事業

厚生労働省

地域における特定行為研修実施体制を推進するため、指定研修機関に対し、以下の
体制構築にかかる費用を補助する。

⚫ 地域版特定行為研修推進委員会の設置（都道府県、二次医療圏単位）
⚫ 地域の看護師の研修受講等を支援するコーディネーターの配置

特定行為研修受講の

体制整備
特定行為研修修了者の

活躍推進

地域版
特定行為研修推進委員会

実施主体：指定研修機関 補助率：１／２

補助

実施主体：郡市区医師会等 補助率：１０／１０

訪問看護ステーション等の修了者の活躍を推進するため、郡市区
医師会等に対し、以下の取組にかかる費用を補助する。

⚫ 地域標準手順書普及等推進委員会の設置（郡市区医師会
単位）

⚫ 標準的な手順書例（在宅パッケージに含まれる行為）の地域
の実情に応じた調整・周知等

⚫ 地域向けの特定行為に係る周知・広報 等

訪問看護 S T

厚生労働省

補助

郡市区医師会等※

地域標準手順書
普及等推進委員会コーディネーター

地域支援型の
指定研修機関（仮称）
都 道 府 県 ・ 二 次 医 療 圏 単 位

３ 実施主体等

【具体的な取組例】

⚫訪問看護STの看護師の
実習場所の調整

⚫代替職員の調整・確保
⚫訪問看護ST等向けの長
期型の研修プランの検
討、作成

等

都道府県
連携

※訪問看護STが手順書の手交を受けることが想定される圏域
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１．訪問看護の現状

２．訪問看護における24時間対応体制の確保について

３．機能強化型訪問看護ステーションについて

４．集合住宅等における効率的な訪問看護等について

５．精神科訪問看護について

６．医療ニーズの高い利用者の退院支援について

７．周産期及び乳幼児への訪問看護について

８．オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について

９．介護保険における訪問看護との制度上の差異について



38出典：国民医療費の概況、介護給付費等実態統計

○ 訪問看護ステーションの利用にかかる費用は、医療費及び介護給付費ともに増加しており、医療費の伸
び率が大きい。

訪問看護に係る医療費・介護給付費の推移

※ 医 療 費：健康保険、後期高齢者医療制度、公費負担医療、自費

※ 介護給付費：訪問看護費・介護予防訪問看護費

（億円） （倍）

■訪問看護に係る医療費・介護給付費の推移

479 518 605 665 740 808 956 1,086 1,256 1,485 1,742 
2,023 

2,355 
2,727 

3,254 

1,262 1,266 1,301 1,383 1,474 1,568 
1,726 

1,854 
2,026 

2,204 

2,413 

2,644 

2,860 

3,098 

3,724 
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1.25

0
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4,000

5,000

6,000
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8,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

医療費 介護給付費 医療費の伸び率（前年度比） 介護給付費の伸び率（前年度比）

意見交換 資料－２参考
R ５ ． ５ ． １ ８



訪問看護利用者の１月の請求額の分布

39

○ 訪問看護療養費（医療保険）の１人当たり１月の請求額は３万円台が最も多く、平均は98,125円であった。
〇 請求額が60万円以上のものが、全体の約１％強であるが存在している。

（利用者数）

（円）

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）

（利用者数）
11,913 

7,950 

4,278 

2,805 2,826 
2,100 

1,407 1,677 

3,594 

927 1,176 
354 192 

684 294 63 36 

98.49%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

頻度 累積 %

最大値
1,162,640

（円）

393 

25,653 

41,094 

60,180 
55,374 

40,305 

24,021 

32,799 
37,947 

21,660 
16,683 

19,473 19,941 

14,181 

7,620 6,489 5,064 4,551 4,539 3,948 

42,276 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

頻度 累積 %

（平均値）
98,124.8円

（中央値）
67,140円
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緊急訪問看護加算の算定要件等

○ 緊急訪問看護加算は、利用者又はその家族等の求めに応じ、その主治医の指示に基づき緊急に訪問
看護を実施した場合に算定できる。なお、利用者又は家族等の緊急の求め、主治医の指示内容等につい
て、訪問看護記録への記録に関する規定はない。

○ 緊急訪問看護の利用者数、全利用者に占める算定割合は増加傾向である。

加算額 要件等

2,650円（１日につき）

⚫ 訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の求めに応じて、
その主治医（診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。）の指示に基づき、訪問看護ステーションの
看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合に、所定額に加算。

⚫ 指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記載すること。
⚫ 緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合
は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。

（利用者数） （算定割合）

2,892 
4,494 

6,645 
8,061 

11,886 

15,888 

2.3%

2.6%

2.9%
2.8%

3.1% 3.3%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H25 H27 H29 R1 R3 R5

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））

中医協 総－２
５．７．１２改
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緊急訪問看護加算の算定状況

○ 訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算を１日以上算定している利用者の１月の算定日数は、月１日
が最も多く、月平均は2.6日である。また、算定日数は１日から31日までばらつきがあり、当該加算を算定し
ている利用者のうち、約１％が毎日算定している。

○ 月の算定日数が多い利用者は医療ニーズの高い利用者である別表第７、別表第８に該当する者が多い
傾向にある。

平均値：2.6日

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）

（算定日数）

（人）

緊急訪問看護加算を算定した者

うち、15日以上算定 うち、20日以上算定

別表第７該当 64.8％ 76.2％ 76.8％

別表第８該当 67.4％ 77.1％ 82.2％

■緊急訪問看護加算を算定した者のうち、別表第７・別表第８該当割合

当該加算を算定している利用者のうち、
毎日算定しているのは約１％

第３四分位数：２日

中央値、第１四分位数：１日

2,847
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複数名訪問看護加算

報
酬
と
訪
問
者

対象者 加算額（※） 指定訪問看護の実施者 同時に訪問する者

イ～ニ 4,500円（週１回）
看護職員

（保健師、助産師、看護師、准看護師）
保健師、助産師、看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

イ～ニ 3,800円（週１回） 看護職員 准看護師

ニ～ヘ 3,000円（週３回）

看護職員

その他職員
保健師、助産師、看護師、准看護師
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

看護補助者
イ～ハ

3,000円（１日に１回の場合）
6,000円（１日に２回の場合）

10,000円（１日に３回以上の場合）

（利用者数） （算定割合）

○ 別表第７の利用者等に対し、複数名で訪問看護を行った場合、複数名訪問看護加算を算定できる。
○ 複数名訪問看護加算を算定する利用者数及び全利用者に占める算定割合は増加傾向である。

対
象
者

看護職員が、他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、１人の看護師等による指
定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当する場合、所定額に加算。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
ヘ その他利用者の状況等から判断して、イからホのいずれかに準ずると認められる者

※同一建物内３人以上の場合の加算額は別に設定あり

3,759 
5,553 

7,947 
11,154 

15,951 

24,873 

3.0%
3.3% 3.5%

3.9%
4.2%

5.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

0

10,000

20,000

30,000

H25 H25 H29 R1 R3 R5
利用者数 算定割合

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））

中医協 総－２
５．７．１２改
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複数名訪問看護加算の算定状況

○ 訪問看護基本療養費の複数名訪問看護加算を１日以上算定している利用者の１月の算定状況は、月１
日が最も多く、月平均は8.8日である。また、算定日数は１日から31日までばらつきがあり、当該加算を算
定している利用者のうち、約9.6％が毎日算定している。

（平均値）
8.8日

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）

（算定日数）

（人）

当該加算を算定している利用者のうち、
毎日算定しているのは約9.6％

678
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難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算

加算額 対象者

難病等複数回訪問加算
（１）１日に２回
同一建物内１人又は２人 4,500円
同一建物内３人 4,000円

（２）１日に３回以上
同一建物内１人又は２人 8,000円
同一建物内３人 7,200円

・特掲診療料の施設基準等の別表第７に掲げる疾病等の者
・特掲診療料の施設基準等の別表第８に掲げる者
・特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者

精神科複数回訪問加算
※平成26年度診療報酬改定にお
いて新設

・精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H25 H27 H29 R1 R3 R5
（H25～R1） １日に２回 １日に３回

（R3～） １日に２回（同一建物内２人以下） １日に２回（同一建物内３人以上）
１日に３回（同一建物内２人以下） １日に３回（同一建物内３人以上）

■難病等複数回訪問加算の利用者延べ数

16,089

26,520

38,064

55,326

■精神科複数回訪問加算の利用者延べ数

0
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1,400

H27 H29 R1 R3 R5
（H25～R1） １日に２回 １日に３回

（R3～） １日に２回（同一建物内２人以下） １日に２回（同一建物内３人以上）
１日に３回（同一建物内２人以下） １日に３回（同一建物内３人以上）

60 99
159

（利用者数） （利用者数）

○ 別表第７、別表第８、特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者、精神科在宅患者支援管理料を算定
する利用者に対し、必要に応じて１日に２回又は３回以上訪問看護を行った場合、難病等複数回訪問加算
／精神科複数回訪問加算を算定できる。

○ 複数回訪問看護加算を算定する利用者は増加傾向である。

77,703

105,708

405

1,341

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））

中医協 総－２
５．７．１２改
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難病等複数回訪問看護加算の算定状況

○ 訪問看護基本療養費の難病等複数回訪問看護加算を１日以上算定している利用者の１月の算定状況
は、月１日が最も多く、月平均は10.2日である。また、算定日数は１日から31日までばらつきがあり、当該加
算を算定している利用者のうち、約12.6％が毎日算定している。

（平均値）
10.2日

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）

（算定日数）

（人）

当該加算を算定している利用者のうち、
毎日算定しているのは約12.6％

1,635



同一建物居住者に対する訪問看護

○ 同一日に同一建物に居住する３人以上の利用者に対して訪問看護を実施する場合は、同一日に２人以
下のときよりも低い額を算定することとしている（訪問看護基本療養費（Ⅱ））。

訪問看護基本療養費（Ⅰ）
訪問看護基本療養費（Ⅱ）

同一日に２人 同一日に３人以上

保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士

週３日目まで 5,550円
週４日目以降 6,550円

週３日目まで 5,550円
週４日目以降 6,550円

週３日目まで 2,780円
週４日目以降 3,280円

准看護師
週３日目まで 5,050円
週４日目以降 6,050円

週３日目まで 5,050円
週４日目以降 6,050円

週３日目まで 2,530円
週４日目以降 3,030円

＜同一建物居住者の考え方＞
○ 当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問
看護を行う場合の当該者をいう。

○ 建築基準法第２条第１号に掲げる建築物に居住する複数の利用者のことをいい、具体的には、
ア 以下に入居・入所している複数の利用者

・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・マンションなどの集合住宅 等

イ 以下のサービスを受けている複数の利用者
・短期入所生活介護
・小規模多機能型居宅介護（宿泊サービス）
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護（宿泊サービス）
・介護予防認知症対応型共同生活介護 等

※ 精神科訪問看護基本療養費、精神科訪問看護・指導料についても同様の考え方。
※ 在宅患者訪問看護・指導料においては、同一建物居住者訪問看護・指導料として同様の考え方。

集合住宅
有料老人ホーム等

Aさんに訪問看護基本療養費（Ⅰ）を算定

Aさん

Aさん・Bさんに
訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一日に２人）を算定

Aさん

Aさん

Bさん

Bさん Cさん

Aさん・Bさん・Cさんに
訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一日に３人以上）を算定46

中医協 総－２
５．７．１２



同一建物居住者への訪問看護の状況

○ 同一建物居住者に対する訪問看護については、算定回数・算定割合ともに増加傾向。

47

■訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）の算定回数の推移 ■訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）の算定割合の推移

■精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅲ）の算定回数の推移 ■精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅲ）の算定割合の推移
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3,000,000

H25 H27 H29 R1 R3 R5

訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一日に３人以上）

訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一日に２人）

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H25 H27 H29 R1 R3 R5

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一日に２人）

訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一日に３人以上）

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

H25 H27 H29 R1 R3 R5

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）（同一日に３人以上）

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）（同一日に２人）

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H25 H27 H29 R1 R3 R5
精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）（同一日に３人以上） 精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）（同一日に２人）

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）

8.6% 9.9% 15.4% 20.1%

7.5% 9.0% 10.1% 14.5%

訪問看護基本療養費（Ⅱ）
が占める割合

精神科訪問看護基本療養費
（Ⅲ）が占める割合

26.3%

18.2%

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））
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訪問看護における同一建物居住者等の考え方
○ 介護保険は、訪問看護ステーションと同一建物、同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用
者等に対して訪問看護を提供する場合、訪問看護費から単位数が減算される。

○ 医療保険は、同一日に同一の建物に居住する３人以上に訪問看護を行う場合、訪問看護基本療養費
（Ⅱ）等を算定することとしている。

（ ）

事業所と同一建物
10％減算

訪問看護
ステーション

隣接する敷地内の建物
（利用者50人以上／月）

15％減算

隣接する
敷地内の建物

10％減算

集合住宅
（利用者20人以上／月）

10％減算

集合住宅
（利用者15人／月）

集合住宅
利用者
５人／月

集合住宅
（利用者50人以上／月）

10％減算

○ 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所
と同一の建物に居住する利用者（同一敷地内建物等）又は事業所におけ
る１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上／月の場合、訪問看護料
を10％減算。同一敷地内建物等の利用者の人数が50人以上／月の場合、
訪問看護料を15％減算。

集合住宅

訪問看護
ステーション

集合住宅

戸建て住宅

集合住宅
（同一日に３人以上訪問）

訪問看護基本療養費（Ⅱ）を算定

集合住宅
戸建て
住宅

集合住宅

○ 当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステー
ションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。

○ 同一建物居住者とは建築基準法第２条第１号に掲げる建築物に居住す
る複数の利用者のことをいう。

■介護保険の場合 ■医療保険の場合

事業所と同一敷地内
10％減算

（ ）

集合住宅

○ 同一敷地内建物等に居住する利用者で
あっても、同一日に同一の建物に居住す
る３人以上に訪問看護を行わなければ訪
問看護基本療養費（Ⅱ）等は算定しない。

○ 同一日に同一の建物に居住する３人
以上に訪問看護を行う場合、訪問看護
基本療養費（Ⅱ）等を算定。

○ １月当たりの利用者数で減算。

○ 事業所と同一敷地内建物等や１
月当たりの利用者数で減算。

48



49

１．訪問看護の現状

２．訪問看護における24時間対応体制の確保について

３．機能強化型訪問看護ステーションについて

４．集合住宅等における効率的な訪問看護等について

５．精神科訪問看護について

６．医療ニーズの高い利用者の退院支援について

７．周産期及び乳幼児への訪問看護について

８．オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について

９．介護保険における訪問看護との制度上の差異について
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精神科訪問看護の主な要件

○ 精神科訪問看護については、訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、
一定の経験又は研修の修了が必要であること、退院後３月以内は頻回訪問が可能であること等、精神科
以外の訪問看護とは異なる基準や要件が設けられている。

訪問看護ステーション
※精神科を標榜する医療機関の精神科医からの指示に基づき実施

医療機関
※精神科を標榜する保険医療機関が算定可能

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ） 在宅患者訪問看護・指導料 精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）

点数等

○保健師・助産師・看護師
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
週３日目まで 5,550円
週４日目以降 6,550円

○准看護師
週３日目まで 5,050円
週４日目以降 6,050円

○専門の研修を受けた看護師
12,850円

○保健師・看護師・作業療法士
週３日目まで 30分以上 5,550円

30分未満 4,250円
週４日目以降 30分以上 6,550円

30分未満 5,100円

○准看護師
週３日目まで 30分以上 5,050円

30分未満 3,870円
週４日目以降 30分以上 6,050円

30分未満 4,720円

○保健師・助産師・看護師
週３日目まで 580点
週４日目以降 680点

○准看護師
週３日目まで 530点
週４日目以降 630点

○専門の研修を受けた看護師
1,285点

○保健師・看護師
作業療法士・精神保健福祉士
週３日目まで 30分以上 580点

30分未満 445点
週４日目以降 30分以上 680点

30分未満 530点

○准看護師
週３日目まで 30分以上 530点

30分未満 405点
週４日目以降 30分以上 630点

30分未満 490点

対象者
及び

算定日数

・下記以外：週３日まで

・別表７ ：算定日数制限なし
・別表８ ：算定日数制限なし

・特別指示：月１回14日限度で算定可
（ただし一部は月２回可）

・精神障害を有する者又はその家族等で
下記以外：週３日まで

・退院後３月以内：週５日まで

・精神科特別指示：算定日数制限なし
（月１回14日を限度）

・下記以外：週３日まで

・急性増悪等により一時的に頻回の訪問
看護・指導を行う必要を認める者：

月１回週14日限度で算定可
（ただし一部は月２回可）

・精神障害者である患者又はその家族等
で下記以外：週３日まで

・退院後３月以内：週５日まで

・服薬中断等により急性増悪した場合で
あって医師が必要と認めた者：

月１回週７日限度で算定可
さらに継続した訪問看護が必要と医師が
判断した場合は、さらに週７日限度で算定可

届出基準

－ 下記のいずれかに該当する者による
精神科訪問看護を実施

（１）精神病棟又は精神科外来での１年
以上の勤務

（２）精神疾患患者に対する訪問看護の
１年以上の経験

（３）精神保健福祉センター等における
精神保健業務の１年以上の経験

（４）専門機関等が主催する精神科訪問
看護に関する知識・技術の習得を
目的とした研修の修了

－ －

中医協 総－２
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精神及び行動の障害
96.0%

神経系の疾患
3.0%

その他
1.0%
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○ 精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者は、30～50歳代の利用者が約半数を占めている。
○ 精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者の主傷病のうち、最も多いのは統合失調症、統合失調型
障害及び妄想性障害である。

精神科訪問看護の利用者の状況

■精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者の年齢階級別内訳

0.3%
2.3%

6.7%
11.0% 16.9% 22.7% 17.3% 13.9%

7.6%
1.4%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳

60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上 不詳

50.6%

■精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者の主傷病別内訳

統合失調症、統合失調型障害
及び妄想性障害

43.9%

気分障害
27.2%

神経症性障害、ストレス関
連障害及び身体表現性障害

7.9%

知的障害
4.5%

精神作用物質使用による精神
及び行動の障害

3.6%

血管性及び詳細不明の認知症
1.7%

その他の精神及び行動の障害
11.2%

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）

中医協 総－２
５．７．１２改
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精神科訪問看護の実施回数の推移

○ 訪問看護ステーションが実施する訪問看護全体の実施回数は、令和３年から令和５年において約1.39倍
であるが、精神科訪問看護基本療養費のみでは約1.58倍となっている。

○ 病院からの訪問看護の実施回数のうち、64.6％が精神科病院からの精神科訪問看護・指導料である。
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2,847,171

1.39倍

出典：（左図）介護給付費等実態統計（各年４月審査分 特別集計）
（右図）訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））

※令和５年は訪問看護ステーション
のみ掲載

中医協 総－２
５．７．１２改

※ 病院・診療所は在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、
精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）（Ⅲ）を積み上げた数

※ 訪問看護ステーションは訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）、精神科訪問看護基
本療養費（Ⅰ）（Ⅲ）を積み上げた数
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全利用者に占める精神科訪問看護基本療養費の算定状況

○ 訪問看護ステーションの利用者数は、訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費ともに増加し
ており、全利用者のうち精神科訪問看護基本療養費を算定する者の割合が増加している。

○ 訪問看護ステーションの全利用者に占める精神科訪問看護利用者の割合を見ると、機能強化型訪問看
護ステーションの96.6％は20％未満であるのに対して、機能強化型以外の9.7％が80％以上であった。

■全利用者に占める精神科訪問看護基本療養費の推移（※１）

■訪問看護ステーションの全利用者に占める精神科訪問看護利用者の割合（※２）

出典：（※１）訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））
（※２）令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」

（訪問看護票（施設・利用者票））をもとに保険局医療課にて作成

96.6% 3.4%
0.0%

80.6% 9.7% 9.7%

20％未満 20％以上80％未満 80％以上全利用者に占める精神科訪問看護利用者の割合

■機能強化型訪問看護ステーション ■機能強化型訪問看護ステーション以外n=416 n=310
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170,382 
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55.6%

20.6%

44.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

H25 H27 H29 R1 R3 R5

訪問看護基本療養費（人数） 精神科訪問看護基本療養費（人数） 訪問看護基本療養費（割合） 精神科訪問看護基本療養費（割合）

中医協 総－２
５．７．１２改
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精神科訪問看護に対する施策上の求められる役割

⚫ 精神科医療の提供体制の充実には、精神保健に関する「本人の困りごと等」への支援を行う平時の対応を充実する観点と、精

神科救急医療体制整備をはじめとする精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等による患者の緊急のニーズへの対応を充実

する観点が必要である。平時においては、かかりつけの医療機関に通院し、障害福祉・介護その他のサービスを利用しながら、

本人の希望に応じた暮らしを支援するとともに、患者の緊急のニーズへの対応においては、入院治療（急性期）へのアクセス

に加え、受診前相談や入院外医療（夜間・休日診療、電話対応、在宅での診療、訪問看護等）について、都道府県等が精神科

病院、精神科訪問看護を行う訪問看護事業所等と連携しながら必要な体制整備に取り組むことが望ましい。

⚫ 患者本人のニーズの実現に向けた「包括的支援マネジメント」の推進（訪問診療・訪問看護の充実、外来患者に対する相談体

制の充実、医療・福祉等の地域の多職種・多機関連携の推進等）

⚫ 昼夜を問わず、患者の緊急のニーズに対応できるよう、今後、地域の実情に応じた受診前相談の体制整備、時間外診療への対

応や入院の要否に関する判断の診察、在宅での診療、訪問看護等の入院外医療の更なる充実について、診療報酬等の評価を含

めて検討を進めるべきである。

地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書（令和４年６月９日）

⚫ 精神科訪問看護は、精神障害を有する方等の「地域生活」を支える観点から、精神科医療機関において継続して治療を受ける

ことへの支援や日常生活での困りごとの相談、身体合併症の早期発見・管理、精神科医療機関以外の関係機関からの相談に応

じること・医療との連携を促進すること等の役割が期待され、実際にその役割を果たしている場合も多い。精神障害にも対応

した地域包括ケアシステムの構築において重要な医療に係る資源の一つであるため、更なる役割の発揮が期待される。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書（令和３年３月 1 8日）



○ 精神科訪問看護利用者のGAF尺度による判定は、60-51の利用者が最も多く、平均は55であった。
○ 訪問看護ステーションの利用者に占める精神科訪問看護利用者割合が80％以上のステーションにおけ
る精神科訪問看護利用者は、他と比してGAF尺度の判定が低い傾向であった。

出典：（左図）訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）
（右図）令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」

（訪問看護票（施設・利用者票））をもとに保険局医療課にて作成 55

精神科訪問看護利用者のＧＡＦ尺度による評価の状況

■精神科訪問看護利用者のG A F尺度による判定の状況
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■精神科訪問看護利用者割合別の
精神科訪問看護利用者のG A F尺度による判定の状況
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○ 訪問看護ステーションの利用者に占める精神科訪問看護利用者割合が80％以上の訪問看護ステーショ
ンにおけるGAF尺度による判定が40以下の利用者の受入状況にはばらつきがあった。

ＧＡＦ尺度による判定が40以下の利用者の受入状況

9
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（当該ステーションの利用者のうち、GAF40以下の利用者の人数）

■精神科訪問看護利用者割合が8 0％以上の訪問看護ステーションにおけるG A F尺度4 0以下の利用者の受入状況

9

6

3

4 4

2

3

1 1 1

2

5

22.0%

36.6%

43.9%

53.7%

63.4%

68.3%

75.6%
78.0%

80.5%
82.9%

87.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

事業所数 累積 %

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
（訪問看護票（施設））をもとに保険局医療課にて作成

（当該ステーションの利用者に占めるGAF40以下の利用者の割合）

（n=41）（n=41）（事業所数） （事業所数）



（参考） GAF（機能の全体的評定）の概要
○ 「機能の全体的評定（ＧＡＦ）尺度」とは、被評価者の全般的機能レベルについての臨床家の判断を記録
するための指標であり、精神疾患に対する治療の計画を立て、治療の効果を評価し、また転帰を予測す
るなどの目的で活用される。

○ ＧＡＦ尺度は、心理的、社会的及び職業的機能について点数を付ける。
※ 身体的（又は環境的）制約による機能の障害を含めない。

100-91
広範囲の行動にわたって最高に機能しており、生活上の問題で手に負えないものは何もなく、その人の多数

の長所があるために他の人々から求められている。症状は何もない。

90-81

症状がまったくないか、ほんの少しだけ（例：試験前の軽い不安）。すべての面でよい機能で、広範囲の活

動に興味をもち参加し、社交的にはそつがなく、生活に大体満足し、日々のありふれた問題や心配以上のも

のはない（例：たまに家族と口論する）。

80-71

症状があったとしても、心理社会的ストレスに対する一過性で予期される反応である（例：家族と口論した

後の集中困難）。社会的、職業的、または学校の機能にごくわずかな障害以上のものはない（例：一時的に

学業に遅れをとる）。

70-61

いくつかの軽い症状がある（例：抑うつ気分と軽い不眠）。または社会的、職業的、または学校の機能にい

くらかの困難はある（例：時にずる休みをしたり、家の金を盗んだりする）が、全般的には機能はかなり良

好であって、有意義な対人関係もある。

60-51
中程度の症状（例：感情が平板で、会話がまわりくどい、時にパニック発作がある）、または、社会的、職

業的、または学校の機能における中程度の困難（例：友達が少ししかいない、仲間や仕事の同僚との葛藤）。

50-41
重大な症状（例：自殺念慮、強迫的儀式が重症、しょっちゅう万引する）、または社会的、職業的、または

学校の機能におけるなんらかの深刻な障害（例：友達がいない、仕事が続かない）

40-31

現実検討かコミュニケーションにいくらかの欠陥（例：会話は時々非論理的、あいまい、または関係性がな

くなる）。または、仕事や学校、家族関係、判断、思考、または気分など多くの面での重大な欠陥（例：抑

うつ的な男が友人を避け、家族を無視し、仕事ができない。子供がしばしば年下の子供をなぐり、家庭では

反抗的であり、学校では勉強ができない）

30-21

行動は妄想や幻覚に相当影響されている。またはコミュニケーションか判断に重要な欠陥がある（例：時々、

滅裂、ひどく不適切にふるまう、自殺の考えにとらわれている）、またはほとんどすべての面で機能するこ

とができない（例：１日中床についている、仕事も家庭も友達もない）。

20-11

自己または他者を傷つける危険がかなりあるが（例：死をはっきりと予期することなしに自殺企図、しばし

ば暴力的になる、躁病性興奮）、または時には最低限の身辺の清潔維持ができない（例：大便をぬりたく

る）、またはコミュニケーションに重大な欠陥（例：大部分滅裂か無言症）。

10-1
自己または他者を傷つける危険が続いている（例：暴力の繰り返し）、または最低限の身辺の清潔維持が持

続的に不可能、または死をはっきり予測した重大な自殺行為

0 情報不十分

参考：DSM-IV-TR精神疾患の分類と診断の手引き

➢ GAFは、被評価者の全般的機
能レベルを最もよく反映する、0
～100の値により評価する。

➢ GAF尺度の10点ごとの各範囲
（左記）の記述は、症状の重症
度に関するものと、機能に関す
るものの２つの部分から成り、
得点を決定する際には、２つの
うちのどちらか悪い方に最もよく
適合する範囲を選択する。

➢ 選択された10点ごとの範囲の
中で１つのＧＡＦ得点を決めるた
めに、被評価者の機能がその
10点の範囲のどの値に該当す
るかを評価する。
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精神科訪問看護基本療養費の届出基準

１ 精神科訪問看護基本療養費

当該訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士は、次のいずれかに該当する者であり、該

当者でなければ精神科訪問看護基本療養費は算定できないこと。届出については、別紙様式１を用いること。ただし、令和２年３月31日までに

（４）に掲げる研修を修了していた者については、（４）のクに掲げる内容を受講していなくても差し支えない。

（１）精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を１年以上有する者

（２）精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を１年以上有する者

（３）精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を１年以上有する者

（４）国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上を要し、修了証が交付され

る研修を修了している者。なお、研修は次の内容を含むものである。

ア 精神疾患を有する者に関するアセスメント

イ 病状悪化の早期発見・危機介入

ウ 精神科薬物療法に関する援助

エ 医療継続の支援

オ 利用者との信頼関係構築、対人関係の援助

カ 日常生活の援助

キ 多職種との連携

ク ＧＡＦ尺度による利用者の状態の評価方法

訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて（令和４年保医発 0 3 0 4第４号）

19.5%

48.9%

0.7%

64.0%

24.7%

29.0%

29.2%

64.3%

44.1%

42.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

１．精神科を標榜する保険医療機関における精神病棟又は精神科外来の勤務経験のある者

２．精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験のある者

３．精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務経験のある者

４．精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした研修を修了した者

５．１～３に該当せず、４にのみ該当している者

（１のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者）

（２のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者）

（３のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者）

（４のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者）

（５のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者）

■精神科訪問看護基本療養費に係る届出に関する基準の該当状況（重複あり）

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
（訪問看護票（施設））をもとに保険局医療課にて作成

○ （４）に該当する者として届出している者のうち、44.1％が
（ク）に関する研修を受講していた。

○ （１）～（３）に該当している者であっても一定数は「ク」に
関する研修を受講していた。

（n=3,770）



59出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
（訪問看護票（施設））をもとに保険局医療課にて作成

○ 精神科訪問看護の利用者割合が高い訪問看護ステーションほど、24時間対応体制加算や特別管理加
算の届出割合は低い傾向にあった。

精神科訪問看護利用者割合別の加算の届出状況

■2 4時間対応体制加算の届出状況

（精神科訪問看護利用者割合別）
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97.5
88.6

47.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

20％未満 20％～80％未満 80％以上

精神科訪問看護利用者割合 精神科訪問看護利用者割合
（n=44） （n=42）（n=690）（n=44） （n=42）（n=690）

■特別管理加算の届出状況

（精神科訪問看護利用者割合別）

24時間対応体制加算は、必要時の緊急時訪問看護に加えて、営業時間
外における利用者や家族等との電話連絡及び利用者又はその家族等への
指導等による日々の状況の適切な管理といった対応やその体制整備を評
価するもの。

特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者
（※）に対して指定訪問看護を行うにつき、当該利用者又はその家族等
から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる
体制等を整備し、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的
な管理を評価するもの。
※特掲診療料の施設基準等別表第８に掲げる者

（％） （％）



60出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
（訪問看護票（施設））をもとに保険局医療課にて作成

○ 訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護利用者割合別の看護職員等１人当たりの別表第７及び
別表第８該当者の受入状況は、精神科訪問看護の利用者割合が高くなるほど低くなる傾向にある。

精神科訪問看護利用者割合別の医療ニーズが高い者の受入状況

■精神科訪問看護利用者割合別の看護職員等１人当たりの別表第７該当者の受入状況

■精神科訪問看護利用者割合別の看護職員等１人当たりの別表第８該当者の受入状況

17.4%

43.2%

94.9%

33.6%

31.8%

0.0%

29.3%

20.5%

2.6%

15.8%

4.5%

0.0%

3.1%

0.0%

2.6%

0.7%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20％未満

20％以上80％未満

80％以上

１件未満 １件～ ２件～ ３件～ ５件～ 10件～

27.3%

50.0%

100.0%

39.0%

29.5%

0.0%

21.8%

18.2%

0.0%

8.9%

2.3%

0.0%

2.4%

0.0%

0.0%

0.6%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20％未満

20％以上80％未満

80％以上

１件未満 １件～ ２件～ ３件～ ５件～ 10件～

精
神
科
訪
問
看
護
利
用
者
割
合

精
神
科
訪
問
看
護
利
用
者
割
合

（n=671）

（n=44）

（n=39）

（n=672）

（n=44）

（n=39）

平均2.3人

平均1.3人

平均0.3人

平均1.8人

平均1.1人

平均0.02人
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○ 精神科訪問看護指示書における指示内容は、「生活リズムの確率」が74.5％、「薬物療法継続への援助」
が71.9％、「対人関係の改善（家族含む）」が65.9％であった。

○ 提供したケアの内容は、「精神症状の観察」が85.9％、「心理的支援」が69.5％、「服薬援助（点滴薬等を
含む）」が48.7％であった。

精神科訪問看護の指示内容及び提供したケアの内容

■精神科訪問看護指示書における指示内容と提供したケアの内容

74.5%

71.9%

65.9%

47.8%

46.4%

46.4%

11.8%

5.0%

0% 50% 100%

生活リズムの確立

薬物療法継続

への援助

対人関係の改善

（家族含む）

身体合併症の発症・

悪化の防止

家事能力、

社会技能等の獲得

社会資源活用の支援

その他

無回答

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」

全体（n=3,020） 訪問看護基本療養費を算定している利用者（n=2,327）

精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者（n=604）

指示内容 提供したケアの内容

※訪問看護基本療養費は訪問看護指示書に基づき提供したケアの内容

85.9 

69.5 

48.7 

32.9 

23.8 

15.4 

11.8 

11.4 

5.0 

3.5 

2.5 

2.5 

2.3 

2.0 

1.8 

1.7 

1.3 

1.2 

1.2 

0 25 50 75 100

精神症状の観察

心理的支援

服薬援助（点眼薬等を含む）

家族への指導・支援

サービスの連絡調整

リハビリテーション

その他

洗髪・清拭・入浴介助

頻回の観察・アセスメント

合併症予防ケア（肺炎予防等）

創傷処置

血糖自己測定の管理

浣腸・摘便

皮膚潰瘍等の処置

無回答

口腔ケア

インスリン注射

栄養・水分管理に係る薬剤投与量の調整

慢性疼痛の管理（がん末期の疼痛管理以外）

※精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者に対するケアのうち１％以上のものを掲載

（％）
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○ 精神科訪問看護利用者割合が80％以上の事業所では、「精神症状の観察」、「心理的支援」、「家族への
指導・支援」、「サービスの連絡調整」等の提供割合が高く、「服薬援助（点眼薬等を含む）」、「リハビリテー
ション」、「合併症ケア（肺炎予防等）」等の提供割合が低い傾向にあった。

精神科訪問看護における提供したケアの内容（精神科訪問看護利用者割合別）

■精神科訪問看護利用者割合別の提供したケアの内容

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
（訪問看護票（利用者））をもとに保険局医療課にて作成

精神科訪問看護

（全数）

（n=579）

20％未満

（n=351）

20％以上80％未満

（n=83）

80％以上

（n=145）

精神症状の観察 85.8% 80.3% 88.0% 96.6%

心理的支援 69.6% 67.5% 67.5% 71.7%

服薬援助（点眼薬等を含む） 47.8% 50.7% 44.6% 41.4%

家族への指導・支援 32.1% 27.9% 25.3% 35.9%

サービスの連絡調整 22.6% 14.8% 14.5% 24.1%

リハビリテーション 15.2% 17.7% 8.4% 6.2%

その他 12.1% 9.4% 13.3% 10.3%

洗髪・清拭・入浴介助 11.1% 12.5% 3.6% 6.2%

頻回の観察・アセスメント 5.2% 4.3% 0.0% 7.6%

合併症ケア（肺炎予防等） 3.3% 2.8% 1.2% 0.7%

浣腸・摘便 2.4% 3.4% 1.2% 0.7%

血糖自己測定の管理 2.4% 2.6% 3.6% 0.7%

創傷処置 2.2% 3.1% 0.0% 1.4%

皮膚潰瘍等の処置 2.1% 2.0% 4.8% 0.0%

インスリン注射 1.4% 1.7% 0.0% 1.4%

口腔ケア 1.4% 1.1% 0.0% 1.4%

栄養・水分管理に係る薬剤投与量の調整 1.2% 1.1% 3.6% 0.0%

慢性疼痛の管理（がん末期の疼痛管理以外） 1.2% 2.0% 0.0% 0.0%

精神科訪問看護利用者割合
※利用者に対するケアのうち１％以上のものを掲載
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○ GAF尺度が40-０の利用者に対しては、「家族への指導・支援」、「サービスの連絡調整」、「頻回の観察・
アセスメント」等の提供割合が高く、「服薬援助（点眼薬等を含む）」、「リハビリテーション」等の提供割合が
低い傾向にあった。

精神科訪問看護における提供したケアの内容（ＧＡＦ尺度別）

■G A F尺度の判定別の提供したケアの内容

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
（訪問看護票（利用者））をもとに保険局医療課にて作成

40-0（n=79） 100-41（n=471）

精神症状の観察 87.3% 85.6%

心理的支援 73.4% 69.0%

服薬援助（点眼薬等を含む） 43.0% 49.0%

家族への指導・支援 36.7% 31.2%

サービスの連絡調整 31.6% 21.0%

洗髪・清拭・入浴介助 12.7% 11.0%

リハビリテーション 10.1% 15.9%

頻回の観察・アセスメント 10.1% 4.7%

その他 7.6% 13.0%

浣腸・摘便 5.1% 1.9%

創傷処置 2.5% 2.1%

褥瘡の処置 2.5% 0.6%

口腔ケア 2.5% 1.3%

合併症ケア（肺炎予防等） 2.5% 3.6%

ターミナル期のケア 1.3% 0.4%

胃ろう・腸ろうによる栄養管理 1.3% 0.4%

採血 1.3% 0.0%

血糖自己測定の管理 1.3% 2.8%

インスリン注射 1.3% 1.3%

点滴・中心静脈栄養・注射（インスリン注射以外） 1.3% 0.2%

膀胱（留置）カテーテルの管理 1.3% 0.0%

酸素療法管理（在宅酸素・酸素吸入） 1.3% 0.2%

GAF尺度の判定

※GAF尺度による判定が40-０の利用者に対するケアのうち１％以上のものを掲載



○ 身体合併症を有する精神科訪問看護の利用者への対応については、全利用者に占める精神科訪問看
護の利用者割合が高いほど、対応可能な状態が少ない傾向にある。

身体合併症を有する精神科訪問看護利用者への対応可否
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0～20％未満 20～40％未満 40～60％未満 60～80％未満 80～100％（全利用者に占める精神科訪問看護利用者の割合）

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
（訪問看護票（施設））をもとに保険局医療課にて作成

意見交換 資料－２参考
R ５ ． ５ ． １ ８
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１．訪問看護の現状

２．訪問看護における24時間対応体制の確保について

３．機能強化型訪問看護ステーションについて

４．集合住宅等における効率的な訪問看護等について

５．精神科訪問看護について

６．医療ニーズの高い利用者の退院支援について

７．周産期及び乳幼児への訪問看護について

８．オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について

９．介護保険における訪問看護との制度上の差異について
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退院日当日の訪問看護

66

基本療養費
／加算名

費用 算定対象 要件等

退院支援
指導加算

6,000円

長時間にわたる
療養上必要な指
導を行った場合

8,400円

【退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者】
（１）特掲診療料の施設基準等別表第７に掲げる疾病等の者
（２）特掲診療料の施設基準等別表第８に掲げる者
（３）退院日の訪問看護が必要であると認められる者
【長時間の訪問を要する者】（令和４年４月１日～）
・15歳未満の超重症児又は準超重症児
・特掲診療料の施設基準等別表第８に掲げる者
・特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看
護を受けている者

退院支援指導を要する者が、保険医療機関から退
院するに当たって、当該保険医療機関以外において
療養上必要な指導を行ったときは、退院日の翌日以
降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円（別
に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に
対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったと
きにあっては、8,400円）を加算する。

■退院支援指導加算の算定状況（総数を除き重複あり） ■退院支援指導加算の算定者数の総数に占める割合

○ 退院日当日の療養上の退院支援指導の評価である退院支援指導加算を算定する利用者数は年々増加
しており、退院支援指導加算を算定する利用者のうち、別表第８に掲げる者が最も増加傾向にある。
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8,763 
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1,935 2,403 
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12 15 9 12 36 21 96 159 87 123 
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9,000

H27 H29 R１ R３ R５

総数 うち別表第７ うち別表第８ うち特別指示 うち精神科特別指示 うち重症児

（利用者数）
62.6%

60.1%

60.5% 60.7%

54.8%

49.0%

54.9%

65.7% 67.1% 64.9%

24.3%
26.9%

29.6% 30.7%

35.9%

0.6% 0.5% 0.2% 0.2% 0.4%

1.0% 3.0% 4.0%
1.5% 1.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

H27 H29 R１ R３ R５

うち別表第７ うち別表第８ うち特別指示 うち精神科特別指示 うち重症児

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））

中医協 総－２
５．７．１２改
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退院日当日の訪問看護の状況

出典：一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和６年度介護報酬・診療報酬改定に関するアンケート調査」

○ 医療機関を退院した利用者がいる事業所のうち66.6％が事業所が退院当日の訪問看護を提供していた。
○ 退院当日に複数回訪問看護を行った理由は、「医療処置」、「急変・緊急対応」や「苦痛の緩和」が多い
かった。

■退院当日の訪問看護の実施とその内容（複数回答）

●医療機関を退院した利用者がいた事業所のうち、
退院日に訪問看護を提供した事業所

1,533事業所

66.6%

33.4%

●上記のうち、退院日の訪問理由（緑帯）と複数回訪問看護を実施した事業所
（14.8％（227事業所,502件））における複数回訪問看護の理由（橙帯）

38.8%

51.5%

31.3%

11.0%

10.1%

18.1%

19.4%

11.5%

9.7%

4.4%

27.3%

1.8%

9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病状観察

医療処置

特別管理の状態

療養環境の整備

服薬管理

利用者・家族の要請

苦痛の緩和

病状観察

利用者の身体的理由

人工呼吸器装着

急変・緊急対応

暴力行為等

その他 （n=502）

10代 男性
【疾患】神経変性疾患、脳性麻痺（痙性四肢麻痺）、てんかん、精神運動発達遅滞、胃食道逆流症
【退院当日の状態】
原疾患により胃ろう増設状態。今回、急性肺炎にて入院。加療中に心停止し、重度脳障害、気管切
開、人工呼吸器を導入。
【退院当日の看護】
○ １回目訪問（退院支援指導として）【80分訪問】
人工呼吸器装着状態であること等から、吸引、母親への介護指導のため訪問。更衣などを行い、

在宅療養開始するにあたり呼吸器、医療物品、薬剤などを確認。自然排尿はあるが、残尿もあるた
め用手圧迫により排尿誘導。現状確認を終え訪問終了。
○ ２回目訪問（緊急連絡にて訪問）【90分訪問】
呼吸状態が変化し、排痰ケアを行い気管内・口鼻腔の吸引を実施。姿勢により、人工呼吸器の

リークが多くなるため、適宜姿勢を整える。１回目訪問では、吸引直後の酸素飽和度の下がり方が
強めだったが（80％後半）、気管内吸引時は94％程度に落ち着く。経過を主治医へ報告。
※ 上記訪問においては、療養生活を問題なく送れるよう訪問介護職員への第３号研修（痰の吸
引）の指導も合わせて行っており、１回当たりの訪問時間が長くなっている。

■退院当日の複数回訪問看護の事例

30代 女性
【疾患】悪性神経膠腫末期
【退院当日の状態】
予後１カ月と家族が説明を受け、自宅での療養を希望され退院。自宅着は16時半頃。
【退院当日の訪問看護】
○ １回目訪問（退院支援指導として）【70分訪問】
利用者は、開眼し声掛けに頷く様子はあるが傾眠傾向。訪問時尿失禁あり、吸引などする時は全

身が動く。口腔内に唾液が溜まりやすく、適宜吸引実施。清拭、更衣、体位変換等も実施するが、
体動により血尿失禁見られるなど、状態は不安定。
医師からの説明も踏まえて、現在の状態からいつ看取りになってもおかしくないことなど家族と

共有し、呼吸停止時には救急搬送しないこと等を再確認。その上で、退院したばかりであること、
家族も対応方法が分からない状況であることを踏まえ、思いや不安を傾聴し、不安な時には電話相
談するよう促し訪問終了。
〇２回目訪問（緊急連絡にて訪問）【90分訪問】

20時頃痙攣あり、家族から対応方法に関する緊急コール。疾患に伴うものであることから、鎮静
用座薬を使用するよう説明し、緊急訪問。ピクつく程度の痙攣が続き、本人も辛そうであったため
追加で座薬使用。薬剤の副作用の確認も含め、呼吸・循環状態を確認し、体位調整するなどケアを
実施。
次に同様の症状が発生した際の対応（座薬の使用等）を家族に指導し、なお、不安な際には連絡

するようお伝え。その後、実母も訪問され、揺すられて開眼する程度の意識レベルを保てており、
笑みを浮かべて反応あり。夫の吸引の手技も確認し訪問終了。
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１．訪問看護の現状

２．訪問看護における24時間対応体制の確保について

３．機能強化型訪問看護ステーションについて

４．集合住宅等における効率的な訪問看護等について

５．精神科訪問看護について

６．医療ニーズの高い利用者の退院支援について

７．周産期及び乳幼児への訪問看護について

８．オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について

９．介護保険における訪問看護との制度上の差異について
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ハイリスク妊産婦に対して求められる支援

⚫ 社会的ハイリスク妊産婦（特定妊婦等の妊娠中から家庭環境におけるハイリスク要因を有する妊婦）への対応として、周産期医療に関する協議

会等を通じて、市町村が行っている保健、福祉等に係る施策等について情報共有を図り、支援につなげることが求められている。

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年６月 2 9日医政地発 0 6 2 9第３号）

○ 特定妊婦等の社会的ハイリスク妊産婦の数は年々増えている。また、入院医療関係者と地域医療・保健
関係者や福祉関係者間で、妊娠中から産後までの切れ目のない支援体制の構築が進められているとこ
ろ。

○ これらのハイリスク妊産婦への出産後の訪問看護では、精神疾患へのケア以外にも、産後の身体状況
の確認や出産に伴う身体的変化に対するセルフケアへの支援、家族への指導やケア、児童相談所や行
政と連携した支援など、多岐にわたる看護を提供している実態がある。
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14.1%

15.4% 15.5% 15.5%
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12.0%

14.0%
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18.0%

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

■社会的ハイリスク妊産婦の割合の推移

出典：（※１，３）平成28年～平成30年度厚生労働科学研究「ハイリスク妊婦の把握と保健・医療の連携による妊娠期からの切れ目のない支援の構築のための研究」
（光田信明）

（※２）日本産婦人科医会「母体安全への提言2021 Vol.12」
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産科危機的出血

頭蓋内出血・拘束

心肺虚脱羊水塞栓

心・大血管疾患

感染症

肺疾患

その他

偶発・自殺

不明

■妊産婦死亡の原因別頻度の推移（割合） ■施設ごとのメンタルヘルス介入必要割合

回答施
設数

分娩数 要介入数
頻度
（％）

病院 338 20,385 1,108 5.4

診療所 735 18,510 443 2.4

合計 1,073 38,895 1,551 4.0

※要介入数は回答した各施設により、精神疾患の既
往、抑うつ等症状の有無等を元に介入必要と判断
されたもの。

※１ ※２ ※３
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○ ハイリスク妊産婦連携指導料は、精神疾患を合併した妊産婦（ハイリスク妊産婦）に対して、産科、精神
科及び自治体の多職種が連携して患者の外来診療を行う場合を評価している。

ハイリスク妊産婦連携指導料について

ハイリスク妊産婦連携指導料１ 1,000点（月１回） ハイリスク妊産婦連携指導料２ 750点（月１回）

産科又は産婦人科 精神科又は心療内科

精神疾患を有する又は精神疾患が疑われ精神科若しくは心療内科への紹介が
必要と判断された妊婦又は出産後２月以内の精神疾患の患者

精神疾患を有する又は精神疾患が疑われ産科若しくは産婦人科から紹介され
た妊婦又は出産後６月以内の精神疾患の患者

概ね月に１回の頻度で、患者の心理的不安を軽減するための面接及び療養上
の指導を行う

精神疾患及びその治療が妊娠、出産等に与える影響について患者に説明し、
療養上の指導を行う

必要に応じて小児科と適切に連携して診療する体制を有している

産科又は産婦人科を担当する医師又は保健師、助産師若しくは看護師及び当該患者の診療を担当する精神科又は心療内科を担当する医師又は保健師若しく
は看護師及び市町村等の担当者による多職種カンファレンスが概ね２ヶ月に１回程度の頻度で開催

出産後の養育について支援を行うことが必要と認められる場合、患者の同意を得た上で、市町村等に相談し、情報提供を行う

精神疾患の妊産婦について、直近１年間の市町村等との連携実績が１件以上。
原則として受診する全ての妊産婦を対象に、メンタルヘルスのスクリーニン
グを適切に実施

精神疾患の妊産婦について、直近１年間の他の保険医療機関又は市町村等と
の連携実績が１件以上

カンファレンスへの参加 職種

参加が必須

〇 産科又は産婦人科を担当する医師
又は保健師、助産師若しくは看護師

〇 精神科又は心療内科を担当する医師
又は保健師若しくは看護師

必要に応じて参加

〇 市町村等の担当者
〇 精神保健福祉士
〇 社会福祉士
〇 公認心理師 等

カンファレンスの結果を、
文書により情報提供

訪問看護ステーションの
看護師等が明記されていない
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○ 訪問看護を受ける小児（15歳未満）の利用者数は増加しており、近年の増加が著しい。
○ 小児の訪問看護利用者数のうち、難病等や医療的ケア（基準告示第２の１）に該当する者の割合は、平
成23年に比べて令和５年は約2.1倍である。

出典：社会医療診療行為別統計（調査）(各年６月審査分）、訪問看護療養費実態調査（平成13年のみ８月、他は６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値） ）

■小児の訪問看護利用者数の推移
■小児の訪問看護利用者数のうち、
基準告示第２の１に該当する者 ※１，２（訪問看護ステーションのみ）

※１：【別表第７】
末期の悪性腫瘍 プリオン病
多発性硬化症 亜急性硬化性全脳炎
重症筋無力症 ライソゾーム病
スモン 副腎白質ジストロフィー
筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症
脊髄小脳変性症 球脊髄性筋萎縮症
ハンチントン病 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
進行性筋ジストロフィー症 後天性免疫不全症候群
パーキンソン病関連疾患 頸髄損傷
多系統萎縮症 人工呼吸器を使用している状態
※要介護被保険者等に関わらず医療保険での訪問看護が可能
算定日数制限なし

※２：【別表第８】
１ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カ
ニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

２ 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理 在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理 在宅肺高血圧症患者指導管理

３ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
４ 真皮を超える褥瘡の状態にある者
５ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
※算定日数制限なし

20.7%

38.6%

44.1%

56.3%

55.1%

47.1%

43.5%
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別表７又は８

それ以外

約2.1倍

（人）

30,030 

22,365 
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平成
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平成
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平成

29年

令和

元年

令和

３年

令和

５年

うち10歳未満（医療機関）

15歳未満（医療機関）

うち10歳未満（訪問看護ステーション）

15歳未満（訪問看護ステーション）

平成17年 平成19年 平成21年 平成23年 平成25年 平成27年 平成29年 令和元年 令和３年 令和５年

※令和５年は訪問看護ステーションの利用者のみ掲載

小児の訪問看護利用者の状況 中医協 総－２
５．７．１２改
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○ 15歳未満の小児の利用者は、「精神及び行動の障害」 や「周産期に発生した病態」が主たる傷病名であ
る利用者数及び利用者に占める割合が増加傾向にあり、「精神及び行動の障害」は顕著に増加している。

○ 「先天奇形、変形、染色体異常」、「神経系の疾患」が主たる傷病名である利用者数は増加している一方
で、利用者に占める割合は減少している。

小児の利用者における傷病名

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（各年６月審査分より推計（令和５年６月審査分は速報値））

399 
（5.2%）

606 
（5.3%）

1,074 
（6.5%）

2,139 
（9.3%）

4,122 
（13.8%）

6,732 
（22.4%）

2,901 
（39.5%）

3,594 
（35.8%）

4,419 
（31.0%）

5,133 
（28.1%）

5,457 
（25.1%）

5,724 
（19.1%）

636 
（8.6%）

1,176 
（11.7%）

1,995 
（14.0%）

2,670 
（14.6%）

2,652 
（12.2%）

4,572 
（15.2%）

1,935 
（26.3%）

2,796 
（27.8%）

4,311 
（30.3%）

5,517 
（30.2%）

6,801 
（31.3%）

8,613 
（28.7%）
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H25 H27 H29 R1 R3 R5

損傷、中毒、その他の外因の影響

異常検査等所見で他に分類されないもの

先天奇形、変形、染色体異常

周産期に発生した病態

妊娠、分娩、産褥

腎尿路生殖器系の疾患

筋骨格系・結合組織の疾患

皮膚・皮下組織の疾患

消化器系の疾患

呼吸器系の疾患

循環器系の疾患

耳及び乳様突起の疾患

眼及び付属器の疾患

神経系の疾患

精神及び行動の障害

内分泌、栄養、代謝疾患

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

新生物

感染症及び寄生虫症

■主たる傷病名別の小児の訪問看護利用者数・割合の推移

ダウン症、鎖肛、脊髄髄膜瘤 等

脳性麻痺、症候性てんかん 等

慢性肺疾患、低出生体重児、
双胎・品胎 等

自閉症スペクトラム障害、
注意欠陥多動障害、
精神発達遅滞、愛着障害 等

※訪問看護療養費明細書に
おける主たる傷病名の例
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○ 乳幼児に対する訪問看護は、乳幼児加算や機能強化型訪問看護管理療養費における実績要件等によ
り評価している。

○ 訪問看護を受ける乳幼児のうち、別表第７、別表第８、超重症児、準超重症児のいずれかに該当する乳
幼児は52.1％であり、別表第８該当が最も多い。

乳幼児に対する訪問看護の評価

出典：訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和５年６月審査分より推計）（速報値）

年齢 利用者数

別表第７、別表第８、超重症児、準超重症児のいずれかに該当

うち、別表第７該当 うち、別表第８該当 うち、超重症児該当 うち、準超重症児該当

利用者数 割合 利用者数 割合 利用者数 割合 利用者数 割合 利用者数 割合

0 7,557 3,993 52.8% 1,188 15.7% 3,930 52.0% 783 10.4% 603 8.0%

1 1,539 966 62.8% 288 18.7% 939 61.0% 168 10.9% 129 8.4%

2 1,620 873 53.9% 255 15.7% 837 51.7% 186 11.5% 129 8.0%

3 1,515 750 49.5% 243 16.0% 741 48.9% 198 13.1% 102 6.7%

4 1,581 711 45.0% 288 18.2% 681 43.1% 180 11.4% 108 6.8%

5 1,674 780 46.6% 309 18.5% 747 44.6% 201 12.0% 114 6.8%

合計 15,486 8,073 52.1% 2,571 16.6% 7,875 50.9% 1,716 11.1% 1,185 7.7%

加算額 対象者

乳幼児加算 1,500円 ６歳未満の乳幼児

要件
ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価 地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価

機能強化型１ 機能強化型２ 機能強化型３

④

ターミナルケア又は重症児の受け入れ実績
①ターミナルケア件数
②ターミナルケア件数、超重症児・準超重症児の利用者数
③超重症児・準超重症児の利用者数

①前年度20件以上
②前年度15件以上、常時４人以上
③常時６人以上

①前年度15件以上
②前年度10件以上、常時３人
③常時５人

■乳幼児に対する訪問看護の評価

①乳幼児加算

②機能強化型訪問看護管理療養費における実績要件

■乳幼児に対する訪問看護の実績等



○健康診査

○保健師等
の訪問事業

（市町村）

乳児家庭全戸訪問
（こんにちは赤ちゃん）

妊娠 出産
乳
児

養育支援訪問 （要支援家庭への支援）

妊娠・出産・
子育てに
関する
相談窓口 保健センター、 地域子育て支援拠点

性と健康の相談センター、保健所、福祉事務所、児童相談所

市町村

都道府
県等

１
歳
６
ヶ
月
健
診

３
歳
児
健
診

妊
娠
の
届
け
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

新
生
児
訪
問

妊婦訪問

母親学級・両親学級

妊婦健診

※妊婦健診費用については、全市町村において１４回分を公費助成。
また、出産費用については、医療保険から出産育児一時金として原則50万円を支給。

幼児

妊娠・出産等に係る支援体制の概要

子育て世代包括支援センター

産
婦
健
診

産前・産後サポート事業、産後ケア事業
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○現在、予算事業として実施している市町村事業の「産後ケア事業」について、母子保健法上に位置づける。

○各市町村について、「産後ケア事業」の実施の努力義務を規定する。

○産後ケアを必要とする出産後１年を経過しない女子、
乳児

母子保健法の一部を改正する法律（産後ケア事業の法制化）について

○産後ケアを必要とする出産後１年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等（産後ケア）
を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの。

対象者

○実施主体：市町村
※事業の全部又は一部の委託可

○内容：心身の状態に応じた保健指導
療養に伴う世話
育児に関する指導若しくは相談その他の援助

○実施類型：①短期入所型
②通所型（デイサービス型）
③居宅訪問型（アウトリーチ型）

○実施施設：病院、診療所、助産所その他厚生労働省
令で定める施設

○実施基準：厚生労働省令で定める基準
（人員、設備、運営等に係る基準）

概要

産後ケア事業とは

事業内容等

他の機関・事業との産前からの連携

施行日

○２年を超えない範囲内で政令で定める日（令和３年４月１日）

○市町村は、妊娠期から出産後に至る支援を切れ目なく
行う観点から、
・母子健康包括支援センターその他の関係機関と
必要な連絡調整

・母子保健法に基づく母子保健に関する他の事業、
児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の
保健及び福祉に関する事業との連携

を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の
一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

公布日 ：令和元年12月6日
法律番号：令和元年法律第69号
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産後ケアで出来ること（イメージ）

○事業内容
助産師、保健師又は看護師等が、出産後１年以内の女子・乳児への保健指導、授乳指導、療養に伴う世話、
心理的ケアやカウンセリング、育児に関する指導や育児サポート等を実施。

○ 実施方法・実施場所等
①短期入所型（ショートステイ型）・・・ 産後ケアセンター（医療機関や助産所の空きベッド

又は厚生労働省令で定める施設）に数日間入所し、心身のケア等を実施

②通所型（デイサービス型）・・・ 産後ケアセンター等において、日中、来所した利用者に実施

③居宅訪問型（アウトリーチ型）・・・ 利用者の自宅において、助産師等が訪問し実施

事業概要

○ 市区町村 （本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる団体等に事業の全部又は一部の委託が可能）

実施主体等

○ 出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの。

事業目的

（個別ケア）

・育児相談

・カウンセリング 等

（集団ケア）

・母親同士の交流

・育児サポート教室 等

・乳房マッサージ

・授乳指導 等

自宅助産師が訪問

医療機関
助産所

厚生労働省令
で定める施設

※①～③のうち一部の実施も可能

76こども家庭庁成育局母子保健課提供資料

http://kids.wanpug.com/illust30.html
http://1.bp.blogspot.com/-wqa7uTnP6v0/VSufO6KauWI/AAAAAAAAs4c/leH-H5gVK7A/s800/job_kaigoshi_woman.png


77

１．訪問看護の現状

２．訪問看護における24時間対応体制の確保について

３．機能強化型訪問看護ステーションについて

４．集合住宅等における効率的な訪問看護等について

５．精神科訪問看護について

６．医療ニーズの高い利用者の退院支援について

７．周産期及び乳幼児への訪問看護について

８．オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について

９．介護保険における訪問看護との制度上の差異について



訪問看護レセプト（医療保険）のオンライン請求について

保険医療機関

居宅

審査支払機関訪問看護
事業者

保険者

医師 利用者

看護師、保健師、
助産師、PT、OT等

支払基金、
国保連

健保組合、
市町村国保等

訪問看護指示書

訪問
診療

訪問
看護

請求
（紙）

利用料
訪問看護
療養費

請求
（紙→画像化）

訪問看護
療養費

赤枠部分の請求方法（紙⇒電子）変更を進める

*1

*1：保険者からの再審査請求は紙運用

１．概要・目的

⚫ オンライン請求とは、電子的に作成したレセプトデータを、セキュリティが確保されたネットワーク回線により、オン
ラインで審査支払機関に送付することです。

⚫ 全国の訪問看護ステーションにおけるレセプト請求事務や、審査支払機関・保険者等におけるレセプト処理
事務の効率化が図られます。

⚫ より質の高い医療・看護の実現に向けた、レセプト情報の利活用（介護保険分野と合わせた訪問看護全体
のデータ分析、地域医療や在宅医療の実態把握等）の推進につながります。

２．訪問看護の流れとオンライン請求の範囲

中医協 総－３
５．１０．１１
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訪問看護レセプトのオンライン請求・オンライン資格確認

⚫ 訪問看護ステーションのオンライン請求を開始（省令改正・令和６年６月施行予定。適用は翌月請求分から）

⚫ 訪問看護ステーションのオンライン資格確認を開始 ※令和６年６月開始予定

⚫ 訪問看護ステーションに対するオンライン資格確認導入に係る財政支援

※ オンライン請求の開始に向けて準備が必要な機器等の一部は、オンライン資格確認と兼用することが可能

※経過措置の対象事業者は、医療機関・薬局の場合の取扱いも参考に、支払基金に原則オンラインで事前届出を行う運用とする予定。

１．オンライン請求・オンライン資格確認の開始

⚫ 訪問看護ステーションにオンライン請求を義務化（省令改正・令和６年秋（保険証廃止時期）施行予定）

※ 経過措置：通信障害、システム整備中、ネットワーク環境、改築工事、廃止・休止、その他特に困難な事情

⚫ 訪問看護ステーションにオンライン資格確認を義務化（省令改正・令和６年秋（保険証廃止時期）施行予定）

※ 経過措置：システム整備中、ネットワーク環境、改築工事、廃止・休止、その他特に困難な事情

２．オンライン請求・オンライン資格確認の義務化・経過措置

• 訪問看護ステーションにおいて、令和６年６月よりレセプトのオンライン請求とオンライン資格確認を開始する。

• また、令和６年秋の保険証廃止を見据えつつ、オンライン請求・オンライン資格確認を義務化する。その際、現行の保険証廃止
は、国民の不安払拭のための措置が完了することが大前提であり、医療現場に混乱が生じないよう、安心してマイナ保険証を利
用できる環境を実現する。

第168回社会保障審議会医療保険部会
（令和５年９月29日）資料１

中医協 総－３
５．１０．１１
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今後のスケジュール（案）

令和５年度
（2023年度)

令和6年度
（2024年度)

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月~

マイルストン

オンライン請求・
オンライン資格確認

導入推進の取組

訪問看護
ステーション

準備・導入作業
（導入支援事業者等へ見積依頼・契約調整）

オンライン請求開始

義務化
経過措置

★

総合ポータルサイト更新
（利用申請、

電子証明書発行）
★

秋：保険証廃止
★

※報酬改定が６月から
であることを踏まえた対応

R6診療報酬改定施行
★

オンライン資格確認開始

接続・運用テスト
（端末の設定、運用テスト等）

総合ポータルサイト開設
（説明資料、動画等）

★

※ 導入支援事業者や介護レセコンベンダなどシステム事業者が参画する連絡協議会を開催し、ベンダ側に対しても導入促進を図る。

✔ 訪問看護ステーションごとに順次導入

第168回社会保障審議会医療保険部会
（令和５年９月29日）資料１

中医協 総－３
５．１０．１１
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訪問看護療養費明細書の傷病名の記載について

○ 訪問看護療養費明細書の「主たる傷病名」は、主治医が交付した訪問看護指示書に基づいて記載するこ
ととなっている。

○ オンライン請求開始後は、訪問看護療養費明細書の様式及び記載要領を変更し、「傷病名コード」で記
録することになる予定。

訪問看護ステーションコード 6

令和 年 月分

基準告示第２の１に規定する疾病等の有無 １　別表７ ２　別表８ ３　無

訪問日

○ ☆ △ □ ▽

◎

◇

30 １

31 看護師等 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 ２

３日まで30分未満 円 × 日 円 円 ３

４日以降30分以上 円 × 日 円 円 ４

４日以降30分未満 円 × 日 円 円 ５

32 作業療法士 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 ６

３日まで30分未満 円 × 日 円 円 ７

４日以降30分以上 円 × 日 円 円 ８

４日以降30分未満 円 × 日 円 円 ９

33 准看護師 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 10

３日まで30分未満 円 × 日 円 円 11

10 ４日以降30分以上 円 × 日 円 円 12

11 看護師等 ３日まで 円 × 日 円 円 ４日以降30分未満 円 × 日 円 円 13

４日以降 円 × 日 円 円 34 看護師等 14

12 准看護師 ３日まで 円 × 日 円 円 ２人 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 15

４日以降 円 × 日 円 円 ３日まで30分未満 円 × 日 円 円 16

13 専門の研修を受けた看護師 円 × 日 円 円 ４日以降30分以上 円 × 日 円 円 17

14 理学療法士等 ３日まで 円 × 日 円 円 ４日以降30分未満 円 × 日 円 円 18

４日以降 円 × 日 円 円 ３人以上 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 19

15 看護師等 ３日まで30分未満 円 × 日 円 円 20

２人 ３日まで 円 × 日 円 円 ４日以降30分以上 円 × 日 円 円 21

４日以降 円 × 日 円 円 ４日以降30分未満 円 × 日 円 円 22

３人以上 ３日まで 円 × 日 円 円 35 作業療法士 23

４日以降 円 × 日 円 円 ２人 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 24

16 准看護師 ３日まで30分未満 円 × 日 円 円 25

２人 ３日まで 円 × 日 円 円 ４日以降30分以上 円 × 日 円 円 26

４日以降 円 × 日 円 円 ４日以降30分未満 円 × 日 円 円 27

３人以上 ３日まで 円 × 日 円 円 ３人以上 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 28

４日以降 円 × 日 円 円 ３日まで30分未満 円 × 日 円 円 29

17 専門の研修を受けた看護師 円 × 日 円 円 ４日以降30分以上 円 × 日 円 円 30

18 理学療法士等 ４日以降30分未満 円 × 日 円 円 31

２人 ３日まで 円 × 日 円 円 36 准看護師 特記事項

４日以降 円 × 日 円 円 ２人 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 １ 他①

３人以上 ３日まで 円 × 日 円 円 ３日まで30分未満 円 × 日 円 円

４日以降 円 × 日 円 円 ４日以降30分以上 円 × 日 円 円

19 難病等複数回訪問加算 ４日以降30分未満 円 × 日 円 円

２回 １人又は２人 円 × 日 円 円 ３人以上 ３日まで30分以上 円 × 日 円 円 ２ 他②

３人以上 円 × 日 円 円 ３日まで30分未満 円 × 日 円 円

３回以上 １人又は２人 円 × 日 円 円 ４日以降30分以上 円 × 日 円 円

３人以上 円 × 日 円 円 ４日以降30分未満 円 × 日 円 円

20 緊急訪問看護加算 円 × 日 円 円 37 精神科緊急訪問看護加算 円 × 日 円 円 ３ 従

21 長時間訪問看護加算 円 × 日 円 円 38 長時間精神科訪問看護加算 円 × 日 円 円 ４ 特地

22 乳幼児加算 円 × 日 円 円 39 複数名精神科訪問看護加算

23 複数名訪問看護加算 看護師等 ５ 介

看護師等 １人又は２人 円 × 日 円 円 　１回 １人又は２人 円 × 日 円 円 ６ 支援

３人以上 円 × 日 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円 ７ 同一緊急

理学療法士等 １人又は２人 円 × 日 円 円 　２回 １人又は２人 円 × 日 円 円

３人以上 円 × 日 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円

准看護師 １人又は２人 円 × 日 円 円 　３回以上 １人又は２人 円 × 日 円 円

３人以上 円 × 日 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円

その他職員ハ 作業療法士 ８ 退支

１人又は２人 円 × 日 円 円 　１回 １人又は２人 円 × 日 円 円

３人以上 円 × 日 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円 ９ 連

その他職員ニ 　２回 １人又は２人 円 × 日 円 円

　１回 １人又は２人 円 × 日 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円 10 ＧＡＦ 点

３人以上 円 × 日 円 円 　３回以上 １人又は２人 円 × 日 円 円 年　　月　　日

　２回 １人又は２人 円 × 日 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円

３人以上 円 × 日 円 円 准看護師

　３回以上 １人又は２人 円 × 日 円 円 　１回 １人又は２人 円 × 日 円 円

３人以上 円 × 日 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円

24 夜間・早朝訪問看護加算 円 × 日 円 円 　２回 １人又は２人 円 × 日 円 円

25 深夜訪問看護加算 円 × 日 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円

26 看護師等 円 × 回 円 円 　３回以上 １人又は２人 円 × 日 円 円

理学療法士等 円 × 回 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円 ※

50 51 管理療養費 円 ＋ 円 × 日 円 円 看護補助者 １人又は２人 円 × 日 円 円

52 24時間対応体制加算 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円 ※

53 特別管理加算 円 円 精神保健福祉士 １人又は２人 円 × 日 円 円

54 退院時共同指導加算 円 × 回 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円 ※

特別管理指導加算 円 × 回 円 円 40 夜間・早朝訪問看護加算 円 × 日 円 円

55 退院支援指導加算 41 深夜訪問看護加算 円 × 日 円 円 円

円 × 回 ＋ 円 × 回 円 円 42 精神科複数回訪問加算

56 在宅患者連携指導加算 円 円 ２回 １人又は２人 円 × 日 円 円 減額

57 在宅患者緊急時等ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 円 × 回 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円 割(円)

58 精神科重症患者支援管理連携加算 円 円 ３回以上 １人又は２人 円 × 日 円 円

59 看護・介護職員連携強化加算 円 円 ３人以上 円 × 日 円 円

60 専門管理加算 円 円 43 看護師等 円 × 回 円 円

１ 市(区)町村等 円 円 作業療法士 円 × 回 円 円

２ 学校等 円 × 回 円 円

３ 保険医療機関等 円 円 ※

81 ターミナルケア療養費 円 円

82 遠隔死亡診断補助加算 円 円 ※

１ 市(区)町村等

※高額療養費

備考

備考 １．この用紙は、Ａ列４番とすること。　　２．※印の欄は、記入しないこと。

円

円

同

一

建

物

同

一

緊

急

日

日

円

円

円

円

免除 ・ 支払い猶予

円

合計

請
　
求

保

険

保
険

公

費
①

氏　　名 直近報告年月日 年　　　月　　　日

主
治
医

１ 自宅　　　２ 施設（　　　　　　　　          　　）

３ その他（　　　　　　　　  　　       　 ）

（公費分金額）

円

１ 緩和ケア　　２ 褥瘡ケア　　３ 人工肛門・人工膀胱ケア
公

費

負

担

金

額

公

費
①

決
　
定

保

険

公

費
①

公

費
②

円

円

３ 病院　　　４ 診療所　　　５ その他（　　　　　　　　　　　 ）

（公費分金額）

 訪問終了の状況

公

費
② 日

主たる
傷病名

１ ０ ９ ８

７ （ ）

０ 高 齢 ７

被保険者証・被保険 者手 帳等
の 記 号 ・ 番 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（枝番）

訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン の

住 所 地 及 び 名 称

医療機関の名称

１ 入園・入学　　２ 転園・転学　　３  医療的ケアの変更

３ 保険医療機関等 １ 保険医療機関　　２ 介護老人保健施設　　３ 介護医療院

情
報
提
供
先

１ 市（区）町村等　　２ 指定特定相談支援事業者等 手順書交付
年月日

年　　　月　　　日
直近見直し

年月日
年　　　月　　　日

２ 学校等
前回算定 年　　　月

80
訪問看護ターミ
ナルケア療養費

専門管理
加算

１ 緩和ケア　　２ 褥瘡ケア　　３ 人工肛門・人工膀胱ケア

４ 特定行為（　　　　　　　　　　　　　　 　 ） 公

費
②

公

費
①

精
Ⅳ

70
訪問看護
情報提供療養費

公

費
②

専
門
の
研
修

基本療養費
Ⅰ・Ⅱ

管
理
療
養
費

公

費
①

公

費
②

負
担
金
額

保
険

基
本
療
養
費
Ⅰ

精
神
科
基
本
療
養
費
Ⅲ

基
本
療
養
費
Ⅱ

基
本
療
養
費
Ⅰ
及
び
Ⅱ
の
加
算

精
神
科
基
本
療
養
費
Ⅰ
及
び
Ⅲ
の
加
算

基
Ⅲ

精
神
科
基
本
療
養
費
Ⅰ

 訪問開始年月日 年　　　月　　　日

 訪問終了年月日時刻 年　　　月　　　日 午前・午後 時　  　分

１　軽快　 　２　施設　　 ３　医療機関　　 ４　死亡

５　その他 （ ）

 死亡の状況

時刻 年　　　月　　　日 午前・午後 時　  　分

場所
１ 自宅　　　２ 施設（　　　　　　　　　　　 ）

１．

指
示
期
間

指示期間 　　　年　 月　 日～　　　年　 月　 日／　　　年　 月　 日～　　　年　 月　 日 実
日
数

心
身
の
状
態

該当する疾病等
（全て記載）

精神指示期間 　　　年　 月　 日～　　　年　 月　 日／　　　年　 月　 日～　　　年　 月　 日

(精神特別
指示期間)

　　　年　 月　 日～　　　年　 月　 日／　　　年　 月　 日～　　　年　 月　 日

２．

３．
(特別指示期間) 　　　年　 月　 日～　　　年　 月　 日／　　　年　 月　 日～　　　年　 月　 日

職務上の事由 １ 職務上　　　２ 下船後３月以内　　　３ 通勤災害

氏
　
名

特　　記

１男  ２女 １明　２大　３昭　４平　５令 　　・     ・    生

訪問した

場　　所

番 号 ② 受 給 者 番 号 ②

公 費 負 担 医 療の公 費 負 担 者

様
式
第
四公 費 負 担 医 療の

受 給 者 番 号 ①

１ 社 ・ 国 ３ 後 期 １ 単 独 ２ 本 人

訪

問

２ ２ 併 ４ 六 歳

２ 公 費 ４ 退 職 ３ ３ 併

○ 訪 問 看 護 療 養 費 明 細 書
都道 府県

番 号

８ 高 齢 一

公 費 負 担 者

番 号 ①

６ 家 族

保 険 者

番 号

給
付

81

○ 「主たる傷病名」は訪問看護指示書に
基づき傷病名称を転記。

医療機関 訪問看護ステーション

訪問看護指示料
別紙様式に基づき主たる傷病名等を記載する。

訪問看護療養費明細書（紙レセプト）
主たる傷病名については、当該指定訪問
看護に係る主治医の交付した訪問看護指
示所に基づいて記載する。

訪問看護指示料（出力紙レセプト様式（案））
傷病名に対応する７桁の傷病名コードを訪問看
護指示書に基づいて記録する予定。

○ 「主たる傷病名」は訪問看護指示書に
基づき傷病名称を、傷病名コードで記録。

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
開
始
後
（
予
定
）

訪問看護指示書 訪問看護療養費明細書（紙レセプト） 出力紙レセプト様式（案）

○ 「主たる傷病名」を記載。
○ 「傷病名コード」の記載は求めていない。



82

１．訪問看護の現状

２．訪問看護における24時間対応体制の確保について

３．機能強化型訪問看護ステーションについて

４．集合住宅等における効率的な訪問看護等について

５．精神科訪問看護について

６．医療ニーズの高い利用者の退院支援について

７．周産期及び乳幼児への訪問看護について

８．オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について

９．介護保険における訪問看護との制度上の差異について



83

医療保険と介護保険の訪問看護ステーションの運営規程に係る取扱い

○ 訪問看護ステーションの管理者に係る取扱いに差異が生じており、医療保険の訪問看護ステーションに
おける運営規程では、「虐待の防止のための措置に関する事項」を定める義務はない。

医療保険 介護保険

省
令

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第80号）

（運営規程）
第21条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる
事業の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）を定
めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省
令第37号）
（運営規程）
第73条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の
運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」とい
う。）を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項



84

医療保険と介護保険の訪問看護ステーションの管理者に係る取扱い

○ 訪問看護ステーションの管理者に係る取扱いに差異が生じており、医療保険の訪問看護ステーションの
管理者については、同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理することは認められない。

医療保険 介護保険

省
令

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第80号）

（管理者）
第３条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務
に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステー
ションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に
従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ
るものとする。
２～３（略）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省
令第37号）
（管理者）
第61条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務
に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステー
ションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に
従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ
るものとする。
２～３（略）

通
知

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について（令和２年３月５日保
発0305第４号）（抄）
（２）管理者
① 基準省令第３条第１項の規定により指定訪問看護ステーションに置くべき管
理者は、当該指定訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者でなければな
らないこととし、例えば、同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理する
ことは認められないものであること。ただし、以下の場合であって、指定訪問
看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることができる。

イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合
ロ 当該指定訪問看護ステーションが介護保険法（平成９年法律第123号）によ
る指定を受けている指定訪問看護ステーションである場合に、当該指定訪問看
護ステーションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合

ハ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指定訪問看護ス
テーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等
がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する
場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併
設される入所施設における看護業務（管理業務を含む。）との兼務は管理者の
業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間が極めて限られてい
る職員の場合には、例外的に認められる場合もあり得る。）

②～④（略）

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11
年９月17日老企第25号）
（２）指定訪問看護ステーションの管理者（居宅基準第61条）
① 訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該訪
問看護ステーションの管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合で
あって、当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないときは、他の
職務を兼ねることができるものとする。

イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合
ロ 当該指定訪問看護ステーションが健康保険法による指定を受けた訪問看護ス
テーションである場合に、当該訪問看護ステーションの管理者又は看護職員と
しての職務に従事する場合

ハ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指定訪問看護ス
テーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等
がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する
場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併
設される入所施設における看護業務（管理業務を含む。）との兼務は管理者の
業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間が極めて限られてい
る職員の場合には、例外的に認められる場合もあり得る。）

②～④（略）



（訪問看護における24時間対応体制の確保について）
• 24時間対応体制加算において、営業日以外の日及び営業時間以外の時間の体制については、当該訪問看護ステー
ション以外の施設又は従事者を経由するような連絡相談体制等は認めていない。また、連絡相談を担当する者は、原則と
して、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師としている。

• 看護師が受ける電話相談は体調面や医療処置に関するものなど、緊急訪問を含め対応を要するものがある。一方、訪
問日時の確認や時間の変更など、必ずしも即時的な対応を要さないと考えられるものも一定数存在している。

• 24時間対応体制に関する課題としては、「看護職員の精神的・身体的負担が大きい」、「夜間・休日対応できる看護職員
が限られているため負担が偏る」ことが多く挙げられている。

• 24時間対応に係る連絡体制の負担軽減の取組をしているとした訪問看護ステーションは７割弱であり、 「ICTの活用」 や
「夜間対応した翌日の勤務体制の調整」等が取り組まれている他、看護職員からの相談に対応できるサポート体制の構
築が主であり、「勤務間インターバルをとる」といった取組は他の取組より少ない傾向にあった。

（機能強化型訪問看護ステーションについて）
• 令和４年度診療報酬改定において、専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましいとした。現在、機能強
化型１のうち36.3％、機能強化型２のうち22.0％、機能強化型３のうち21.2％の訪問看護ステーションで専門の研修を受け
た看護師が配置されている。

• 特定行為研修修了者が所属し、特定行為を実践することで、利用者の症状の緩和や利用者・家族等の負担が軽減し、
QOL向上改善につながったといった報告がされている。また、訪問看護ステーションや当該ステーションの従事者に対して
も他の看護職員の知識・技術が向上したことや、ステーション全体として利用者の状態に合ったケアがより適切に提供さ
れるようになったといった報告がされている。

（集合住宅等における効率的な訪問看護等について）
• 請求額が60万円以上のものが、全体の約１％強であるが存在している。
• 緊急訪問看護加算を算定している利用者は、月平均2.6日算定されているが、約１％の利用者では毎日算定されている。
• 介護保険の訪問看護では、訪問看護ステーションと同一建物、同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用者
等に対して訪問看護を提供する場合、訪問看護費から単位数が減算されているが、医療保険では、同一敷地内建物等に
居住する利用者であっても、同一日に同一の建物に居住する３人以上に訪問看護を行わなければ訪問看護基本療養費
（Ⅱ）等は算定しない。

訪問看護についての課題と論点

85

【課題】



（精神科訪問看護について）
• 精神科訪問看護利用者割合が80％以上の訪問看護ステーションの精神科訪問看護利用者におけるGAF尺度の判定は、
他と比して低い利用者が多い傾向にあるが、GAF尺度による判定が40以下の利用者の受入状況にはステーションにより
ばらつきがある。

• GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修は、精神科訪問看護基本療養費を算定するすべての看護師等
が受講してはいない。

• 精神科訪問看護利用者割合が80％以上の訪問看護ステーションでは24時間対応体制加算や特別管理加算の届出状
況が低く、看護職員等１人当たりの別表第７及び別表第８該当者の受入状況も少ない傾向にある。

• 身体合併症を有する精神科訪問看護の利用者への対応について、全利用者に占める精神科訪問看護の利用者割合が
高いほど、対応可能な状態が少ない傾向にある。

（医療ニーズの高い利用者の退院支援について）
• 退院日当日の訪問看護は７割弱の訪問看護ステーションが実施しており、そのうち、約15％のステーションが複数回の
訪問看護を提供している。

• 退院日当日に複数回訪問看護を提供する理由としては、医療処置、病状観察や急変・緊急対応のためが多い傾向であ
り、相当の時間を要している。

（周産期及び乳幼児への訪問看護について）
• 社会的ハイリスク妊産婦への対応として、周産期医療に関する協議会等を通じて、市町村が行っている保健、福祉等に
係る施策等について情報共有を図り、支援につなげることが求められているが、ハイリスク妊産婦連携指導料などのカン
ファレンスでは訪問看護ステーションの看護師等の参加が求められていない。

• 小児の訪問看護利用者は増加傾向であるが、医療ニーズの高い別表第７又は別表第８該当者の割合は低下している。
乳幼児への訪問看護として、医療的ケア児への対応の他、多胎児の発育・発達フォローや、母親の育児不安への対応や
産後うつへの対応などが行われている。

• 市町村が実施する産後ケア事業において、産後ケアを必要とする出産後１年を経過しない女子、乳児に対して、心身の
状態に応じた保健指導、療養に伴う世話、育児に関する指導若しくは相談その他の援助が行われている。

訪問看護についての課題と論点
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（オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について）
• 令和６年６月よりレセプトのオンライン請求等が開始され、より質の高い医療・看護の実現に向けた、レセプト情報の利活
用が推進される。

（介護保険における訪問看護との制度上の差異について）
• 訪問看護ステーションの運営規程に差異が生じており、医療保険の訪問看護ステーションにおける運営規程では、「虐
待の防止のための措置に関する事項」を定める義務はない。

• 訪問看護ステーションの管理者に係る取扱いに差異が生じており、医療保険の訪問看護ステーションの管理者について
は、同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理することは認められない。

訪問看護についての課題と論点
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訪問看護についての課題と論点

（訪問看護における24時間対応体制の確保について）
○ 24時間対応による看護師への負担や、負担軽減に向けた訪問看護ステーションにおける取組を踏まえ、訪問看護に
おける持続可能な24時間対応に係る連絡体制のあり方や負担軽減の取組を評価することについてどのように考えるか。

（機能強化型訪問看護ステーションについて）
○ 専門の研修を受けた看護師の配置や実践による効果等を踏まえ、機能強化型訪問看護ステーションにおける当該看
護師の配置を更に推進することについてどのように考えるか。

（集合住宅等における効率的な訪問看護等について）
○ 一部の高額となっている訪問看護療養費における加算の算定状況等を踏まえ、緊急訪問看護加算の評価のあり方
についてどのように考えるか。

○ 同一敷地内建物等に居住する利用者に効率的に行われる訪問看護の評価のあり方についてどのように考えるか。

（精神科訪問看護について）
○ 精神科訪問看護の利用者の割合が高い訪問看護ステーションの医療ニーズの高い利用者の受入状況や加算の届
出状況等を踏まえ、精神科訪問看護の評価についてどのように考えるか。

（医療ニーズの高い利用者の退院支援について）
○ 退院日当日に複数回の訪問看護を行い合計90分以上の退院支援を行っている実態を踏まえ、退院日当日の退院支
援指導の評価について、どのように考えるか。

（周産期及び乳幼児への訪問看護について）
○ 社会的ハイリスク妊産婦や乳幼児に対する訪問看護の提供実態、市町村が実施する産後ケア事業との役割分担等
を踏まえ、これらの者に対する訪問看護の評価のあり方についてどのように考えるか。

（オンライン請求開始に伴う訪問看護療養費明細書等の対応について）
○ より質の高い医療・看護の実現に向けた、レセプト情報の利活用を推進する観点から、傷病名の記録方法等を標準
化していくこととしてはどうか。

（介護保険における訪問看護との制度上の差異について）
○ 介護保険における訪問看護との制度上の差異が生じていることに鑑み、訪問看護ステーションにおける運営規程に
「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めることとしてはどうか。また、管理者に係る取扱いを改めてはどうか。

【論点】
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